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(57)【要約】
【課題】胎児の心機能評価に有用な情報を得ること。
【解決手段】実施形態の超音波診断装置は、収集部と、
取得部とを備える。収集部は、胎児心臓が含まれる２次
元又は３次元の輝度信号に基づく動画像を収集する。取
得部は、前記動画像に基づいて、胎児心時相を推定可能
な参照波形を取得する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　胎児心臓が含まれる２次元又は３次元の輝度信号に基づく動画像データを収集する収集
部と、
　前記動画像データに基づいて、胎児心時相を推定可能な参照波形を取得する取得部と、
　を備える、超音波診断装置。
【請求項２】
　胎児心臓が含まれる２次元又は３次元の輝度信号に基づく動画像データを収集する収集
部と、
　前記動画像データに基づいて、前記胎児心臓の位置の情報及び姿勢の情報を推定する推
定部と、
　を備える、超音波診断装置。
【請求項３】
　前記取得部は、前記参照波形として、前記胎児心臓の心室内腔サイズの時間変化波形を
取得し、
　前記時間変化波形において極大値をとる時相を拡張末期とし、極小値をとる時相を収縮
末期として胎児心時相を判定する判定部を更に備える、請求項１に記載の超音波診断装置
。
【請求項４】
　前記取得部は、前記参照波形として、前記胎児心臓の心尖又は心室の収縮中心へ向かう
方向の心筋速度の成分の時間変化波形を取得し、
　前記時間変化波形において極大値をとる点から時間を遡って、前記時間変化波形におい
て前記心筋速度の成分がゼロとなる時相を拡張末期とし、当該点から時間を進めて、前記
時間変化波形において前記心筋速度の成分がゼロとなる時相を収縮末期として胎児心時相
を判定する判定部を更に備える、請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記取得部は、前記参照波形として、前記胎児心臓の心房内腔サイズの時間変化波形を
取得し、
　前記時間変化波形において極小値をとる時相を拡張末期とし、極大値をとる時相を収縮
末期として胎児心時相を判定する判定部を更に備える、請求項１に記載の超音波診断装置
。
【請求項６】
　前記取得部は、前記参照波形として、前記胎児心臓の心房の血流流入部又は心房の収縮
中心へ向かう方向の心筋速度の成分の時間変化波形を取得し、
　前記時間変化波形において極小値をとる点から時間を遡って、前記時間変化波形におい
て前記心筋速度の成分がゼロとなる時相を拡張末期とし、当該点から時間を進めて、前記
時間変化波形において前記心筋速度の成分がゼロとなる時相を収縮末期として胎児心時相
を判定する判定部を更に備える、請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記取得部は、前記胎児心臓の心室内腔サイズの時間変化波形から得られた第１の心時
相及び前記胎児心臓の心尖又は心室の収縮中心へ向かう方向の心筋速度の成分の時間変化
波形から得られた第２の心時相が組み合わされて得られた第３の心時相、並びに、前記胎
児心臓の心房内腔サイズの時間変化波形から得られた第４の心時相及び前記胎児心臓の心
房の血流流入部又は心房の収縮中心へ向かう心筋速度の成分に基づく速度情報の時間変化
波形から得られた第５の心時相が組み合わされて得られた第６の心時相の少なくとも一つ
を用いて心時相を判定する、請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記取得部は、前記動画像データの時間的な分散画像を取得し、前記時間的な分散画像
の空間的な分散値が閾値を超える条件を満たす領域を前記胎児心臓の組織の領域とするこ
とにより、前記胎児心臓の組織位置の分布情報を取得し、当該分布情報に基づいて前記参
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照波形を取得する、請求項１、３～６のいずれか一つに記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記推定部は、前記動画像データの時間的な分散画像を取得し、前記時間的な分散画像
の空間的な分散値が閾値を超える条件を満たす領域を前記胎児心臓の組織の領域とするこ
とにより、前記胎児心臓の組織位置の分布情報を取得し、当該分布情報に基づいて前記胎
児心臓の位置の情報及び姿勢の情報を推定する請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記取得部は、前記組織位置の分布情報を用いて前記動画像データに含まれる前記胎児
心臓の位置の情報を推定し、当該胎児心臓の位置情報及び前記組織位置の分布情報に関す
る主成分分析の結果に基づいて、前記動画像データに含まれる前記胎児心臓の大きさの情
報及び姿勢の情報を推定し、当該胎児心臓の大きさの情報及び当該胎児心臓の姿勢の情報
に基づいて前記参照波形を取得する、請求項８に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記推定部は、前記組織位置の分布情報を用いて前記動画像データに含まれる前記胎児
心臓の位置の情報を推定し、当該胎児心臓の位置情報及び前記組織位置の分布情報に関す
る主成分分析の結果に基づいて、前記動画像データに含まれる前記胎児心臓の大きさの情
報及び姿勢の情報を推定する、請求項９に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記収集部は、２次元の前記動画像データを収集し、
　前記取得部は、前記組織位置の２次元の分布情報の重心を前記胎児心臓の中心位置とし
て推定し、前記主成分分析により２つの固有値及び２つの固有ベクトルを取得し、当該２
つの固有値に基づいて前記胎児心臓の大きさの情報を推定し、当該２つの固有ベクトルに
基づいて前記胎児心臓の姿勢の情報を推定する、請求項１０に記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　前記収集部は、２次元の前記動画像データを収集し、
　前記推定部は、前記組織位置の２次元の分布情報の重心を前記胎児心臓の中心位置とし
て推定し、前記主成分分析により２つの固有値及び２つの固有ベクトルを取得し、当該２
つの固有値に基づいて前記胎児心臓の大きさの情報を推定し、当該２つの固有ベクトルに
基づいて前記胎児心臓の姿勢の情報を推定する、請求項１１に記載の超音波診断装置。
【請求項１４】
　前記収集部は、３次元の前記動画像データを収集し、
　前記取得部は、前記組織位置の３次元の分布情報の重心を前記胎児心臓の中心位置とし
て推定し、前記主成分分析により３つの固有値及び３つの固有ベクトルを取得し、当該３
つの固有値に基づいて前記胎児心臓の大きさの情報を推定し、当該３つの固有ベクトルに
基づいて前記胎児心臓の姿勢の情報を推定する、請求項１０に記載の超音波診断装置。
【請求項１５】
　前記収集部は、３次元の前記動画像データを収集し、
　前記推定部は、前記組織位置の３次元の分布情報の重心を前記胎児心臓の中心位置とし
て推定し、前記主成分分析により３つの固有値及び３つの固有ベクトルを取得し、当該３
つの固有値に基づいて前記胎児心臓の大きさの情報を推定し、当該３つの固有ベクトルに
基づいて前記胎児心臓の姿勢の情報を推定する、請求項１１に記載の超音波診断装置。
【請求項１６】
　前記収集部は、３次元の前記動画像データを収集し、
　前記取得部は、前記３次元の動画像データから得られる、前記胎児心臓の基準断面に関
する２次元のＭＰＲ動画像に基づいて、前記参照波形を取得する、請求項１に記載の超音
波診断装置。
【請求項１７】
　前記収集部は、３次元の前記動画像データを収集し、
　前記推定部は、前記３次元の動画像データから得られる、前記胎児心臓の基準断面に関
する２次元のＭＰＲ動画像に基づいて、前記胎児心臓の位置の情報及び姿勢の情報を推定
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する、請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項１８】
　前記取得部は、前記中心位置の周辺において、複数の前記固有ベクトルそれぞれの方向
に平行で幅を有する複数の領域を設定し、当該複数の領域のうち前記時間的な分散画像の
画像値の和又は平均値が最大となる領域を胎児心臓弁の領域として検出し、前記胎児心臓
の大きさとして、当該胎児心臓弁の領域に平行な固有ベクトルの方向を当該胎児心臓の短
軸と判定し、当該胎児心臓弁の領域の幅方向に平行な方向を当該胎児心臓の長軸と判定す
る、請求項１２又は１４に記載の超音波診断装置。
【請求項１９】
　前記推定部は、前記中心位置の周辺において、複数の前記固有ベクトルそれぞれの方向
に平行で幅を有する複数の領域を設定し、当該複数の領域のうち前記時間的な分散画像の
画像値の和又は平均値が最大となる領域を胎児心臓弁の領域として検出し、前記胎児心臓
の大きさとして、当該胎児心臓弁の領域に平行な固有ベクトルの方向を当該胎児心臓の短
軸と判定し、当該胎児心臓弁の領域の幅方向に平行な方向を当該胎児心臓の長軸と判定す
る、請求項１３又は１５に記載の超音波診断装置。
【請求項２０】
　前記取得部は、前記胎児心臓の中心位置、及び、前記胎児心臓弁の領域の位置に基づい
て、前記長軸の心室側と心房側とを区別する、請求項１８に記載の超音波診断装置。
【請求項２１】
　前記推定部は、前記胎児心臓の中心位置、及び、前記胎児心臓弁の領域の位置に基づい
て、前記長軸の心室側と心房側とを区別する、請求項１９に記載の超音波診断装置。
【請求項２２】
　前記胎児心臓の位置の情報、大きさの情報及び姿勢の情報を用いて、前記胎児心臓につ
いての関心領域を設定する実行部を備え、
　前記取得部は、当該関心領域内の輝度が相対的に低い領域を心腔内の領域として検出し
、当該心腔内の領域の面積の時間変化波形を前記参照波形として取得する請求項１０、１
２、１４、１８又は２０に記載の超音波診断装置。
【請求項２３】
　前記組織位置の分布情報、前記胎児心臓の中心位置、大きさの情報及び姿勢の情報を用
いて、前記胎児心臓についての関心領域を設定する実行部を備え、
　前記取得部は、当該関心領域内で限定された前記組織位置に関して、前記動画像データ
のフレーム間パターンマッチングを含む処理により組織の移動ベクトルを検出し、当該移
動ベクトルが所定方向へ向かう成分を用いて平均心筋速度を取得し、当該平均心筋速度の
時間変化波形を前記参照波形として取得する、請求項１０、１２、１４、１８又は２０に
記載の超音波診断装置。
【請求項２４】
　前記参照波形を用いて、所定の処理を実行する実行部を更に備える、請求項１に記載の
超音波診断装置。
【請求項２５】
　前記胎児心臓の位置の情報及び姿勢の情報を用いて、所定の処理を実行する実行部を更
に備える、請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項２６】
　前記取得部は、前記胎児心臓の中心位置、大きさの情報及び姿勢の情報を用いて、前記
胎児心臓についての関心領域を設定し、
　前記関心領域が重畳された画像を表示部に表示させる表示制御部を更に備える、請求項
１０、１２、１４、１８、２０又は２３に記載の超音波診断装置。
【請求項２７】
　前記取得部は、前記胎児心臓の位置の情報、大きさの情報及び姿勢の情報に基づいて、
心尖位置又は心房の血流流入部の位置を取得し、
　前記位置の情報、前記大きさの情報、前記姿勢の情報、前記心尖位置の情報、及び、前
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記心房の血流流入部の位置の情報の少なくとも１つを表示部に表示させる表示制御部を備
える、請求項１０、１２、１４、１８、２０、２３又は２６に記載の超音波診断装置。
【請求項２８】
　推定された複数の拡張末期時相間隔又は複数の収縮末期間隔から得られた平均的な心周
期の値、又は、心周期の変動の値を表示部に表示させる表示制御部を備える、請求項１、
３～８のいずれか１つに記載の超音波診断装置。
【請求項２９】
　拡張末期時相をＲ波の時相とみなして、推定された複数の拡張末期時相からＲ－Ｒ区間
を設定する実行部を更に備える、請求項１、３～８のいずれか１つに記載の超音波診断装
置。
【請求項３０】
　推定された拡張末期時相及び収縮末期時相の少なくとも一方を、前記参照波形とともに
表示部に表示させる表示制御部を備える、請求項１、３～８のいずれか１つに記載の超音
波診断装置。
【請求項３１】
　前記胎児心臓の長軸と、心尖の位置又は心房の血流流入部の位置とに基づいて、表示画
像の座標系に長軸の方向を一致させた画像を表示部に表示させる表示制御部を備える、請
求項１８～２１のいずれか１つに記載の超音波診断装置。
【請求項３２】
　前記実行部は、前記胎児心臓の位置の情報、大きさの情報及び姿勢の情報に基づいて、
前記胎児心臓に対して設定済みの第１の関心領域に含まれる少なくとも１つの前記胎児心
臓の部屋に対して、第２の関心領域を設定する、請求項２２に記載の超音波診断装置。
【請求項３３】
　前記参照波形に含まれるクラッタ成分及び変動性ノイズを低減させる実行部を備える、
請求項１、３～８のいずれか１つに記載の超音波診断装置。
【請求項３４】
　前記取得部は、心周期を推定し、推定された心周期に基づいて前記参照波形を取得する
、請求項１、３～８、３３のいずれか１つに記載の超音波診断装置。
【請求項３５】
　前記取得部は、所定の心周期を初期設定値として用いて仮の参照波形を得て、仮の参照
波形から心周期を推定し、推定された心周期を用いて前記参照波形を取得する、請求項３
４に記載の超音波診断装置。
【請求項３６】
　前記長軸の心室側及び心房側の区別が誤りである場合に、使用者の指示に基づいて、当
該区別を用いた処理の処理結果を修正する修正部を備える、請求項２０又は２１に記載の
超音波診断装置。
【請求項３７】
　前記修正部は、使用者の指示に基づいて、区別された前記長軸の心室側及び心房側を入
れ替える、請求項３６に記載の超音波診断装置。
【請求項３８】
　推定された複数の拡張末期時相を用いて処理対象の定義域として拡張末期時相間隔を設
定し、推定された複数の収縮末期時相を用いて処理対象の定義域として収縮末期時相間隔
を設定する実行部を備え、
　前記修正部は、前記拡張末期時相間隔、及び、前記収縮末期時相間隔を前記処理対象の
定義域として選択する、請求項３６又は３７に記載の超音波診断装置。
【請求項３９】
　前記修正部は、表示部に表示されている心尖、血流流入部、長軸又は短軸を修正する、
請求項３６～３８のいずれか１つに記載の超音波診断装置。
【請求項４０】
　前記胎児心臓の長軸と、心尖の位置又は心房の血流流入部の位置とに基づいて、表示画



(6) JP 2019-198389 A 2019.11.21

10

20

30

40

50

像の座標系に長軸の方向を一致させた画像を表示部に表示させる表示制御部を備え、
　前記修正部は、表示部に表示された前記心尖又は前記血流流入部を移動させ、
　前記表示制御部は、前記長軸と、移動後の心尖の位置又は心房の血流流入部の位置とに
基づいて、前記座標系に長軸の方向を一致させた画像を前記表示部に表示させる、請求項
３７に記載の超音波診断装置。
【請求項４１】
　複数の前記修正部を備え、
　前記複数の修正部のうち、
　一の修正部は、前記区別を用いた処理の第一の処理結果を修正し、
　他の修正部は、前記一の修正部による修正の結果に対して整合するように、当該一の修
正部による修正に連動して前記区別を用いた処理の第二の処理結果を修正する、請求項３
６～４０のいずれか１つに記載の超音波診断装置。
【請求項４２】
　胎児心臓が含まれる２次元又は３次元の輝度信号に基づく動画像データを収集する収集
部と、
　前記動画像データに基づいて、胎児心時相を推定可能な参照波形を取得する取得部と、
　を備える、医用画像診断装置。
【請求項４３】
　胎児心臓が含まれる２次元又は３次元の輝度信号に基づく動画像データを記憶する記憶
部と、
　前記動画像データに基づいて、胎児心時相を推定可能な参照波形を取得する取得部と、
　を備える、医用画像処理装置。
【請求項４４】
　胎児心臓が含まれる２次元又は３次元の輝度信号に基づく動画像データを記憶する記憶
部から前記動画像データを取得し、
　前記動画像データに基づいて、胎児心時相を推定可能な参照波形を取得する、
　各処理をコンピュータに実行させるための医用画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置、医用画像診断装置、医用画像処理装置及び医用
画像処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、心臓に対して、２次元又は３次元のスペックルトラッキングによる壁運動解析が
広く行われている。特に、壁運動解析により得られる指標として、ＧＬＳ（Global　Long
itudinal　Strain）やＥＦ（Ejection　Fraction）は、再現性や精度が高いことが知られ
ており診断に役立てられている。近年、これらの公知技術を胎児の心臓（胎児心臓）に適
用することで、胎児の心機能評価を行う試みが行われるようになって来ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－５４８１８号公報
【特許文献２】特開２０１３－５２８４５８号公報
【特許文献３】特開２００５－７４２２５号公報
【特許文献４】特開２００９－１９５６１３号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】（“東北大学病院で日本初国際医療機器の臨床試験を開始－メイドイン
ジャパンの胎児心電図装置開発に向けて－”、［online］、平成２５年３月２２日、東北
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大学病院、東北大学大学院医学系研究科、東北大学大学院情報科学系研究科、［平成３０
年４月１２日検索］、インターネット（URL:httｐｓ://www.tohoku.ac.jp/japanese/newi
mg/pressimg/tohokuuniv-press_20130315_02web.pdf）。
【非特許文献２】（“胎児の心臓疾患の無侵襲な検査方法を開発－ＳＱＵＩＤを応用し、
胎児と母親の信号の分離を実現することで、出生前診断の道を開拓－”、［online］、平
成９年７月３日、筑波大学、株式会社日立製作所、［平成３０年４月１２日検索］、イン
ターネット（URL:　http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/9707/0703.html）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、胎児の心機能評価に有用な情報を得ることができる
超音波診断装置、医用画像診断装置、医用画像処理装置及び医用画像処理プログラムを提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の超音波診断装置は、収集部と、取得部とを備える。収集部は、胎児心臓が含
まれる２次元又は３次元の輝度信号に基づく動画像を収集する。取得部は、前記動画像に
基づいて、胎児心時相を推定可能な参照波形を取得する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である
。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る超音波診断装置により実行される処理の一例を説
明するための図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る超音波画像の一例を示す図である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係るデータ処理機能により得られた高分散分布像ＶＨ
（ｘ，ｙ）の一例を示す図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係るデータ処理機能が実行する処理の一例を説明する
ための図である。
【図６】図６は、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を示す波形（時間変化波形）、及び、判定機能
により判定された拡張末期ＥＤの時相及び収縮末期ＥＳの時相の一例を示す図である。
【図７】図７は、前処理の効果を説明するための図である。
【図８】図８は、前処理の効果を説明するための図である。
【図９】図９は、第１の実施形態に係るデータ処理機能が実行する処理の流れの一例を示
すフローチャートである。
【図１０】図１０は、第１の変形例に係るデータ処理機能が実行する処理の一例を説明す
るための図である。
【図１１】図１１は、第１の変形例に係る判定機能が実行する処理の一例について説明す
るための図である。
【図１２】図１２は、僧帽弁、三尖弁、大動脈弁及び肺動脈弁と、Ａ２Ｃ像、Ａ３Ｃ像及
びＡ４Ｃ像の断面との位置関係の一例を説明するための図である。
【図１３】図１３は、第２の実施形態に係る弁部位探索用の領域の位置関係の一例を説明
するための図である。
【図１４】図１４は、第２の実施形態に係る表示例を示す図である。
【図１５】図１５は、第４の実施形態に係るデータ処理機能が実行する処理の一例を説明
するための図である。
【図１６】図１６は、第５の実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図で
ある。
【図１７】図１７は、第５の実施形態に係る選択ボタンの一例を説明するための図である
。



(8) JP 2019-198389 A 2019.11.21

10

20

30

40

50

【図１８】図１８は、第５の実施形態に係るＥＤ－ＥＤ区間及びＥＳ－ＥＳ区間の選択例
を示す図である。
【図１９】図１９は、第６の実施形態に係る医用画像処理装置の構成の一例を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照しながら、実施形態に係る超音波診断装置、医用画像診断装置、医用
画像処理装置及び医用画像処理プログラムを説明する。なお、一つの実施形態又は変形例
に記載した内容は、他の実施形態又は他の変形例にも同様に適用されてもよい。
【０００９】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の構成例を示すブロック図である。図
１に例示するように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、装置本体１００と、超
音波プローブ１０１と、入力装置１０２と、ディスプレイ１０３とを有する。超音波診断
装置１は、医用画像診断装置の一例である。
【００１０】
　超音波プローブ１０１は、例えば、圧電振動子等の複数の素子を有する。これら複数の
素子は、後述する装置本体１００が有する送信回路１１０から供給される駆動信号に基づ
き超音波を発生する。また、超音波プローブ１０１は、被検体Ｐからの反射波を受信して
電気信号に変換する。また、超音波プローブ１０１は、例えば、圧電振動子に設けられる
整合層と、圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を有する。な
お、超音波プローブ１０１は、装置本体１００と着脱自在に接続される。
【００１１】
　超音波プローブ１０１から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被
検体Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号
として超音波プローブ１０１が有する複数の素子にて受信される。受信される反射波信号
の振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。な
お、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁等の表面で反射された場合の
反射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依存して
、周波数偏移を受ける。
【００１２】
　超音波プローブ１０１は、装置本体１００と着脱可能に設けられる。被検体Ｐ内の２次
元領域の走査（２次元走査）を行なう場合、操作者は、例えば、複数の圧電振動子が一列
で配置された１Ｄアレイプローブを超音波プローブ１０１として装置本体１００に接続す
る。１Ｄアレイプローブは、リニア型超音波プローブ、コンベックス型超音波プローブ、
セクタ型超音波プローブ等である。また、被検体Ｐ内の３次元領域の走査（３次元走査）
を行なう場合、操作者は、例えば、メカニカル４Ｄプローブや２Ｄアレイプローブを超音
波プローブ１０１として装置本体１００と接続する。メカニカル４Ｄプローブは、１Ｄア
レイプローブのように一列で配列された複数の圧電振動子を用いて２次元走査が可能であ
るとともに、複数の圧電振動子を所定の角度（揺動角度）で揺動させることで３次元走査
が可能である。また、２Ｄアレイプローブは、マトリックス状に配置された複数の圧電振
動子により３次元走査が可能であるとともに、超音波を集束して送信することで２次元走
査が可能である。
【００１３】
　入力装置１０２は、例えば、マウス、キーボード、ボタン、パネルスイッチ、タッチコ
マンドスクリーン、フットスイッチ、トラックボール、ジョイスティック等の入力手段に
より実現される。入力装置１０２は、超音波診断装置１の操作者からの各種設定要求を受
け付け、受け付けた各種設定要求を装置本体１００に転送する。
【００１４】
　ディスプレイ１０３は、例えば、超音波診断装置１の操作者が入力装置１０２を用いて
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各種設定要求を入力するためのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示したり、装
置本体１００において生成された超音波画像データにより示される超音波画像等を表示し
たりする。ディスプレイ１０３は、液晶モニタやＣＲＴ（Cathode　Ray　Tube）モニタ等
によって実現される。ディスプレイ１０３は、表示部の一例である。
【００１５】
　装置本体１００は、超音波プローブ１０１が受信した反射波信号に基づいて超音波画像
データを生成する。なお、超音波画像データは、画像データの一例である。装置本体１０
０は、超音波プローブ１０１が受信した被検体Ｐの２次元領域に対応する反射波データに
基づいて２次元の超音波画像データを生成可能である。また、装置本体１００は、超音波
プローブ１０１が受信した被検体Ｐの３次元領域に対応する反射波データに基づいて３次
元の超音波画像データを生成可能である。図１に示すように、装置本体１００は、送信回
路１１０と、受信回路１２０と、Ｂモード処理回路１３０と、ドプラ処理回路１４０と、
画像生成回路１５０と、画像メモリ１６０と、記憶回路１７０と、データ処理回路１８０
と、制御回路１９０とを有する。
【００１６】
　送信回路１１０は、超音波プローブ１０１から超音波を送信させる。送信回路１１０は
、レートパルサ発生回路と、送信遅延回路と、送信パルサとを有し、超音波プローブ１０
１に駆動信号を供給する。送信回路１１０は、被検体Ｐ内の２次元領域を走査する場合、
超音波プローブ１０１から２次元領域を走査するための超音波ビームを送信させる。また
、送信回路１１０は、被検体Ｐ内の３次元領域を走査する場合、超音波プローブ１０１か
ら３次元領域を走査するための超音波ビームを送信させる。
【００１７】
　レートパルサ発生回路は、所定のレート周波数（ＰＲＦ：Pulse　Repetition　Frequen
cy）で、送信超音波（送信ビーム）を形成するためのレートパルスを繰り返し発生する。
レートパルスが送信遅延回路を経由することで、異なる送信遅延時間を有した状態で送信
パルサに電圧が印加される。例えば、送信遅延回路は、超音波プローブ１０１から発生さ
れる超音波をビーム状に集束して送信指向性を決定するために必要な圧電振動子ごとの送
信遅延時間を、レートパルサ発生回路により発生される各レートパルスに対して与える。
送信パルサは、かかるレートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１０１に駆動
信号（駆動パルス）を印加する。なお、送信遅延回路は、各レートパルスに与える送信遅
延時間を変化させることで、圧電振動子面からの超音波の送信方向を任意に調整する。
【００１８】
　駆動パルスは、送信パルサからケーブルを介して超音波プローブ１０１内の圧電振動子
まで伝達した後に、圧電振動子において電気信号から機械的振動に変換される。この機械
的振動によって発生した超音波は、生体内部に送信される。ここで、圧電振動子ごとに異
なる送信遅延時間を持った超音波は、集束されて、所定方向に伝搬していく。
【００１９】
　なお、送信回路１１０は、制御回路１９０による制御を受けて、所定のスキャンシーケ
ンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧等を瞬時に変更可能な機能を有する。
特に、送信駆動電圧の変更は、瞬間にその値を切り替え可能なリニアアンプ型の発信回路
、または、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される。
【００２０】
　超音波プローブ１０１により送信された超音波の反射波は、超音波プローブ１０１内部
の圧電振動子まで到達した後、圧電振動子において、機械的振動から電気的信号（反射波
信号）に変換され、受信回路１２０に入力される。受信回路１２０は、プリアンプと、Ａ
／Ｄ（Analog　to　Digital）変換器と、直交検波回路等を有し、超音波プローブ１０１
が受信した反射波信号に対して各種処理を行なって反射波データを生成する。受信回路１
２０は、超音波プローブ１０１が受信した２次元の反射波信号から２次元の反射波データ
を生成する。また、受信回路１２０は、超音波プローブ１０１が受信した３次元の反射波
信号から３次元の反射波データを生成する。そして、受信回路１２０は、生成した反射波
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データをＢモード処理回路１３０及びドプラ処理回路１４０に出力する。
【００２１】
　プリアンプは、反射波信号をチャンネルごとに増幅してゲイン調整（ゲイン補正）を行
なう。Ａ／Ｄ変換器は、ゲイン補正された反射波信号をＡ／Ｄ変換することでゲイン補正
された反射波信号をデジタル信号に変換する。直交検波回路は、Ａ／Ｄ変換された反射波
信号をベースバンド帯域の同相信号（Ｉ信号、Ｉ：In-phase）と直交信号（Ｑ信号、Ｑ：
Quadrature-phase）とに変換する。そして、直交検波回路は、Ｉ信号及びＱ信号（ＩＱ信
号）を反射波データとしてＢモード処理回路１３０及びドプラ処理回路１４０に出力する
。
【００２２】
　Ｂモード処理回路１３０は、受信回路１２０が出力した反射波データに対して、対数増
幅、包絡線検波処理及び対数圧縮等を行なって、サンプル点ごとの信号強度（振幅強度）
が輝度の明るさで表現されるデータ（Ｂモードデータ）を生成する。Ｂモード処理回路１
３０は、生成したＢモードデータを画像生成回路１５０に出力する。Ｂモード処理回路１
３０は、例えば、プロセッサにより実現される。
【００２３】
　ドプラ処理回路１４０は、受信回路１２０が出力した反射波データを周波数解析するこ
とで、ドプラ効果に基づく移動体（血流や組織、造影剤エコー成分等）の運動情報を抽出
し、抽出した運動情報を示すデータ（ドプラデータ）を生成する。例えば、ドプラ処理回
路１４０は、移動体の運動情報として、平均速度、分散及びパワー等を多点に渡り抽出し
、抽出した移動体の運動情報を示すドプラデータを生成する。ドプラ処理回路１４０は、
生成したドプラデータを画像生成回路１５０に出力する。ドプラ処理回路１４０は、例え
ば、プロセッサにより実現される。
【００２４】
　Ｂモード処理回路１３０及びドプラ処理回路１４０は、２次元の反射波データ及び３次
元の反射波データの両方について処理可能である。
【００２５】
　画像生成回路１５０は、Ｂモード処理回路１３０及びドプラ処理回路１４０が出力した
データから超音波画像データを生成する。画像生成回路１５０は、プロセッサにより実現
される。ここで、画像生成回路１５０は、一般的には、超音波走査の走査線信号列を、テ
レビ等に代表されるビデオフォーマットの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）し
、表示用の超音波画像データを生成する。例えば、画像生成回路１５０は、超音波プロー
ブ１０１による超音波の走査形態に応じて座標変換を行なうことで、表示用の超音波画像
データを生成する。また、画像生成回路１５０は、スキャンコンバート以外に種々の画像
処理として、例えば、スキャンコンバート後の複数の画像フレームを用いて、輝度の平均
値画像を再生成する画像処理（平滑化処理）や、画像内で微分フィルタを用いる画像処理
（エッジ強調処理）等を行なう。また、画像生成回路１５０は、超音波画像データに、種
々のパラメータの文字情報、目盛り、ボディーマーク等を合成する。
【００２６】
　更に、画像生成回路１５０は、Ｂモード処理回路１３０により生成された３次元のＢモ
ードデータに対して座標変換を行なうことで、３次元Ｂモード画像データを生成する。ま
た、画像生成回路１５０は、ドプラ処理回路１４０により生成された３次元のドプラデー
タに対して座標変換を行なうことで、３次元ドプラ画像データを生成する。すなわち、画
像生成回路１５０は、「３次元のＢモード画像データ及び３次元ドプラ画像データ」を「
３次元超音波画像データ（ボリュームデータ）」として生成する。そして、画像生成回路
１５０は、ボリュームデータをディスプレイ１０３にて表示するための各種の２次元画像
データを生成するために、ボリュームデータに対して様々なレンダリング処理を行なう。
【００２７】
　Ｂモードデータ及びドプラデータは、スキャンコンバート処理前の超音波画像データで
あり、画像生成回路１５０が生成するデータは、スキャンコンバート処理後の表示用の超
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音波画像データである。なお、Ｂモードデータ及びドプラデータは、生データ（Raw　Dat
a）とも呼ばれる。
【００２８】
　画像メモリ１６０は、画像生成回路１５０により生成された各種の画像データを記憶す
るメモリである。また、画像メモリ１６０は、Ｂモード処理回路１３０及びドプラ処理回
路１４０により生成されたデータも記憶する。画像メモリ１６０が記憶するＢモードデー
タやドプラデータは、例えば、診断の後に操作者が呼び出すことが可能となっており、画
像生成回路１５０を経由して表示用の超音波画像データとなる。また、画像メモリ１６０
は、受信回路１２０が出力した反射波データも記憶する。例えば、画像メモリ１６０は、
ＲＡＭ（Random　Access　Memory）、フラッシュメモリ等の半導体メモリ素子、ハードデ
ィスク又は光ディスクによって実現される。
【００２９】
　記憶回路１７０は、超音波送受信、画像処理及び表示処理を行なうための制御プログラ
ムや、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見等）や、診断プロトコルや各種ボディー
マーク等の各種データを記憶する。また、記憶回路１７０は、必要に応じて、画像メモリ
１６０が記憶するデータの保管等にも使用される。例えば、記憶回路１７０は、フラッシ
ュメモリ等の半導体メモリ素子、ハードディスク又は光ディスクによって実現される。
【００３０】
　データ処理回路１８０は、各種のデータ処理を実行する。データ処理回路１８０は、デ
ータ処理機能１８０ａ、判定機能１８０ｂ及び実行機能１８０ｃを有する。ここで、例え
ば、図１に示すデータ処理回路１８０の構成要素であるデータ処理機能１８０ａ、判定機
能１８０ｂ及び実行機能１８０ｃの各処理機能は、コンピュータによって実行可能なプロ
グラムの形態で記憶回路１７０に記録されている。データ処理回路１８０は、各プログラ
ムを記憶回路１７０から読み出し、読み出した各プログラムを実行することで各プログラ
ムに対応する機能を実現する。換言すると、各プログラムを読み出した状態のデータ処理
回路１８０は、図１のデータ処理回路１８０内に示された各機能を有することとなる。デ
ータ処理回路１８０は、例えば、プロセッサにより実現される。データ処理機能１８０ａ
は、取得部の一例であり、推定部の一例でもある。判定機能１８０ｂは、判定部の一例で
ある。実行機能１８０ｃは、実行部の一例である。データ処理機能１８０ａ、判定機能１
８０ｂ及び実行機能１８０ｃの詳細については後述する。
【００３１】
　制御回路１９０は、超音波診断装置の処理全体を制御する。具体的には、制御回路１９
０は、入力装置１０２を介して操作者から入力された各種設定要求や、記憶回路１７０か
ら読込んだ各種制御プログラム及び各種データに基づき、送信回路１１０、受信回路１２
０、Ｂモード処理回路１３０、ドプラ処理回路１４０、画像生成回路１５０及びデータ処
理回路１８０の処理を制御する。また、制御回路１９０は、画像メモリ１６０に記憶され
た表示用の超音波画像データにより示される超音波画像を表示するようにディスプレイ１
０３を制御する。制御回路１９０は、例えば、プロセッサにより実現される。
【００３２】
　上記説明において用いた「プロセッサ」という文言は、例えば、ＣＰＵ（Central　Pro
cessing　Unit）、ＧＰＵ（Graphics　Processing　Unit）、特定用途向け集積回路（App
lication　Specific　Integrated　Circuit：ＡＳＩＣ）、若しくは、プログラマブル論
理デバイス（例えば、単純プログラマブル論理デバイス（Simple　Programmable　Logic
　Device：ＳＰＬＤ）、複合プログラマブル論理デバイス（Complex　Programmable　Log
ic　Device：ＣＰＬＤ）、又は、フィールドプログラマブルゲートアレイ（Field　Progr
ammable　Gate　Array：ＦＰＧＡ））等の回路を意味する。プロセッサは、記憶回路１７
０に保存されたプログラムを読み出し実行することで機能を実現する。なお、記憶回路１
７０にプログラムを保存する代わりに、プロセッサの回路内にプログラムを直接組み込む
よう構成しても構わない。この場合、プロセッサは回路内に組み込まれたプログラムを読
み出し実行することで機能を実現する。なお、本実施形態の各プロセッサは、プロセッサ
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ごとに単一の回路として構成される場合に限らず、複数の独立した回路を組み合わせて１
つのプロセッサとして構成し、その機能を実現するようにしてもよい。更に、図１におけ
る複数の構成要素を１つのプロセッサへ統合してその機能を実現するようにしてもよい。
【００３３】
　以上、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の全体構成について説明した。ここで、
上述したように、近年、公知のスペックルトラッキングアプリケーション（以下、単にス
ペックルトラッキングと称する）を胎児心臓に適用することで、胎児の心機能評価を行う
試みが行われるようになって来ている。ここで、スペックルトラッキングでは、被検体か
ら２次元又は３次元の動画像データと共に心電図（ＥＣＧ（Electrocardiogram））信号
を取得することで、ＥＣＧ信号から検出されたＲ波の時相を用いて解析用の時間定義域（
Ｒ－Ｒ区間で定めるのが好適）を、入力された動画像から自動的に選択して設定する。更
に、スペックルトラッキングでは、ＥＣＧ信号を参照波形として表示することで、心時相
を把握することが可能となっている。
【００３４】
　しかしながら、胎児の心機能評価を行う際に、上述したスペックルトラッキングに用い
られるような胎児心臓由来の心拍信号であるＥＣＧ信号（胎児心時相信号）を得るのは困
難である。この理由について、以下説明する。胎児心臓は母体（子宮）中の胎児の体内に
ある。従って、母体から得られる母体心臓由来のＥＣＧ信号は、胎児心臓由来のＥＣＧ信
号とは非同期なので、スペックルトラッキングにおいて参照される胎児心時相信号として
は使用できない。
【００３５】
　なお、胎児心臓由来のＥＣＧ信号を母体の体表経由で取得する試みとして、上述した２
つの従来技術（非特許文献１，２の技術）が知られている。例えば、非特許文献１の従来
技術では、多数のセンサが母体の腹部に付けられて母体のＥＣＧ信号が除去されて胎児心
臓のＥＣＧ信号が抽出される。また、非特許文献２の従来技術では、ＳＱＵＩＤセンサが
母体の腹部に押しつけられて胎児の心臓が発する微弱な磁気を母親の信号と分離して測定
することにより胎児の心磁図が得られる。
【００３６】
　しかしながら、上述した２つの従来技術では、多数のセンサ又はＳＱＵＩＤセンサが母
体に対して設けられるため、超音波診断装置ないしＭＲＩ（Magnetic　Resonance　Imagi
ng）装置と併用して胎児心臓の動画像を得る目的に対しては現実的でない。
【００３７】
　したがって、上述した２つの従来技術では、スペックルトラッキングを胎児心臓に適用
する際に、胎児心時相に由来する解析用の時間定義域（例えば、Ｒ－Ｒ区間）を自動的に
設定できない。このため、用手的に時間定義域（例えば、開始時相と終了時相）を設定す
る必要があり操作が煩雑となる。また、上述した２つの従来技術では、解析時に拡張末期
や収縮末期といった胎児の心時相を識別可能な心電波形を得ることが困難である。
【００３８】
　更に、スペックルトラッキングにおいては、関心領域の一例として左心室の心筋境界と
なる内膜輪郭や内膜面が設定される。近年では、これらの関心領域をトラッキング処理（
追跡処理）の対象となる初期境界位置として自動的に検出する技術（ナレッジベースの形
状データベースを機械学習しておき、入力画像と照合する方法が一般的である）も公知技
術（例えば、斉藤、超音波検査技術　vol.31　No.4，　30(382)-36(388)，　2006）とし
て広く用いられている。
【００３９】
　このような自動検出技術においては、画像に含まれる心臓の位置及び姿勢を把握する工
程の後に、把握された位置及び姿勢を心臓の形状データベースに記憶された心臓の位置及
び姿勢と合致させてから照合を行う。なお、かかる自動検出技術においては、心臓の大き
さ（サイズ）も把握され、この心臓の大きさを、データベースにおいて定義された大きさ
に規格化してから照合処理が行われる。
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【００４０】
　ここで、一般的な被検体の心臓を含む画像を超音波診断装置により体表アプローチ(肋
間)で得る場合は、得られる画像中の心臓の位置及び姿勢は概略決まっている。また、心
尖アプローチであれば、画像浅部（肋間組織の脂肪層や筋肉の厚さに依存して２～４ｃｍ
程度）に心尖部があり、心臓サイズ（大人なら長軸長８ｃｍ程度）に対応する深さの走査
範囲の方位方向に弁輪部があると期待される。従って、これらの先天的情報を前提として
利用して、限定された範囲内における探索や照合処理により高精度な心臓の位置及び姿勢
の推定を高速に演算することが可能である。被検体として小児を除けば、標準的な心臓の
サイズも上述のように予め想定可能である。
【００４１】
　ところが、母体のお腹(又は経膣)からのアプローチで得られる胎児心臓の場合には、千
差万別の位置及び姿勢の心臓を含む画像が得られる。従って、入力画像中のどの位置に、
どのような姿勢で胎児心臓が含まれているかは不明で、予め定まっていない。しかも、観
察する妊娠週数により心臓のサイズは大きく変動する。
【００４２】
　このため、スペックルトラッキングを胎児心臓に適用する際に、関心領域を自動的に設
定する処理（探索や照合を必要とする技術）は、前提が成り立たず上手く機能しないか、
又は、以下に説明するように性能が低下してしまう。
【００４３】
　例えば、上述した先天的情報を前提情報として使わずに、探索範囲や照合パタンを必要
なだけ拡大して検出を行うと演算時間が増加する。更に、対象領域（例えば、左心室）以
外の構造物（例えば、左心室以外の右心室や心房や血管等）を誤検出する頻度も増すので
、精度が低下する。特に演算時間の増加については、２次元の処理量だと誤検出を許容す
れば実用的な範囲内で実現しやすいが、３次元の場合はべき乗で処理量が増えるので、誤
検出を許容しても実用的な範囲で実現するのが難しくなる。
【００４４】
　以上のことから、従来技術では、胎児心臓の位置の情報及び姿勢の情報、並びに、胎児
心臓由来の心電波形等の胎児の心機能評価に有用な情報を得ることが困難である。なお、
スペックルトラッキングに限られず、胎児心臓の位置の情報及び姿勢の情報、並びに、胎
児心臓由来の心電波形を用いて実行される他のアプリケーションについても、同様の問題
が生じる。
【００４５】
　そこで、本実施形態に係る超音波診断装置１は、胎児の心機能評価に有用な情報を得る
ことができるように、以下で説明する各種の処理を実行する。
【００４６】
　図２は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１により実行される処理の一例を説明す
るための図である。第１の実施形態では、例えば、超音波プローブ１０１としてコンベッ
クス型超音波プローブが採用され、超音波プローブ１０１により胎児心臓の基準断面であ
る心尖４腔像（Ａ４Ｃ像）を含む２次元の反射波信号が次々に収集される。図３は、第１
の実施形態に係る超音波画像の一例を示す図である。このようにして収集されたＡ４Ｃ像
を含む２次元の複数の反射波信号は、受信回路１２０、Ｂモード処理回路１３０及び画像
生成回路１５０を経由して、図２に示すように、Ａ４Ｃ像を含む複数の超音波画像データ
１０ａ（図３参照）から構成される２次元の動画像データ１０に変換される。
【００４７】
　上述したように、本実施形態では、超音波プローブ１、受信回路１２０、Ｂモード処理
回路１３０及び画像生成回路１５０により、Ａ４Ｃ像を含む２次元の動画像データ１０が
収集される。すなわち、本実施形態では、超音波プローブ１、受信回路１２０、Ｂモード
処理回路１３０及び画像生成回路１５０により、胎児心臓が含まれる２次元の輝度信号に
基づく動画像データ１０が収集される。超音波プローブ１、受信回路１２０、Ｂモード処
理回路１３０及び画像生成回路１５０は、収集部の一例である。本実施形態では、例えば
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、１２０ｂｐｍを越える速い胎児心拍に伴う心筋の動き成分を、２次元のスペックルトラ
ッキングにて十分に解析可能な速いフレームレート（１００～２００ｆｐｓ程度が望まし
い）設定の２次元の動画像データ１０が用いられる。また、動画像データ１０の収集期間
としては、例えば、胎児心臓の５～６心拍が含まれる２秒程度が好適である。
【００４８】
　データ処理回路１８０のデータ処理機能１８０ａは、まず、図２に示すように、動画像
データ１０の輝度Ｉ（ｘ，ｙ，ｔ）について、各点（ｘ，ｙ）上で時間ｔ方向での分散値
である時間分散値を演算し、分散分布Ｖａｒ（ｘ，ｙ）を取得する。なお、図２には、分
散分布Ｖａｒ（ｘ，ｙ）を示す分散分布像１１が示されている。
【００４９】
　ここで、空間内で相対的に分散が大きい領域は時間的な変化（動き）が大きい部位と考
えられる。そこで、データ処理機能１８０ａは、以下の式（１）により心臓領域として高
分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ）１２を抽出する。
【００５０】

【数１】

【００５１】
　式（１）において、Ｖｔｈは、以下の式（２）により示される閾値であり、Ｖｍａｘは
、以下の式（３）により示される閾値である。
【００５２】

【数２】

【数３】

【００５３】
　式（２）において、αは、１前後の係数である。また、式（３）において、βは、１０
程度か、又は、１０よりも十分に大きい値の係数である。また、式（２）及び式（３）に
おいて、ｍｅａｎ(Ｖａｒ（ｘ，ｙ）)は、全ての点（ｘ，ｙ）で演算された分散分布Ｖａ
ｒ（ｘ，ｙ）の和を全ての点（ｘ，ｙ）の個数で除した平均値（分散分布Ｖａｒ（ｘ，ｙ
）の平均値）である。すなわち、ｍｅａｎは、平均値を出力する関数である。また、ｓｑ
ｒｔ（ｖａｒｉ（Ｖａｒ（ｘ，ｙ）））は、全ての点（ｘ，ｙ）で演算された分散分布Ｖ
ａｒ（ｘ，ｙ）の分散の正の平方根である標準偏差（分散分布Ｖａｒ（ｘ，ｙ）の標準偏
差）である。すなわち、ｖａｒｉは、分散を出力する関数であり、ｓｑｒｔは、正の平方
根を出力する関数である。
【００５４】
　Ｖｔｈが空間内で相対的に分散が大きい領域を抽出するための下限閾値である。Ｖｍａ
ｘは、上限閾値である。ただし、βを十分に大きい数として設定すれば上限はない。また
、スパイク状の変動ノイズ成分を除外するために、βを１０程度としてもよい。本実施形
態では、分散分布Ｖａｒ（ｘ，ｙ）の平均値ｍｅａｎ(Ｖａｒ（ｘ，ｙ）)に、分散分布Ｖ
ａｒ（ｘ，ｙ）の標準偏差ｓｑｒｔ（ｖａｒｉ（Ｖａｒ（ｘ，ｙ）））をα又はβ倍した
ものを加算して、高分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ）の抽出範囲を指定している。すなわち、本
実施形態では、データ処理機能１８０ａは、図２に示すように、平均値ｍｅａｎ(Ｖａｒ
（ｘ，ｙ）)及び標準偏差ｓｑｒｔ（ｖａｒｉ（Ｖａｒ（ｘ，ｙ）））を用いて、閾値で
あるＶｔｈ，Ｖｍａｘを設定する。この他にも、データ処理機能１８０ａは、平均値ｍｅ
ａｎ(Ｖａｒ（ｘ，ｙ）)を数倍（２～３倍程度）した値をＶｔｈとして用いてもよい。
【００５５】
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　ここで、このような時間分散値の空間分布が有効に心臓部位を反映するためには、１～
２心拍期間（１秒程度）の短い処理時間定義域では十分ではないため、５～６心拍以上（
例えば、２秒以上）の在る程度長い期間を処理時間定義域として用いるのが望ましい。
【００５６】
　図４は、第１の実施形態に係るデータ処理機能１８０ａにより得られた高分散分布像Ｖ
Ｈ（ｘ，ｙ）１２の一例を示す図である。なお、図４には、γ＝Ｖａｒ（ｘ，ｙ）である
場合の高分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ）１２が示されている。図４に示す高分散分布像ＶＨ（
ｘ，ｙ）１２から分かるように、データ処理機能１８０ａにより心臓組織の領域のみが抽
出されていることが分かる。
【００５７】
　このように、データ処理機能１８０ａは、動画像データ１０の時間的な分散画像（分散
分布像１１）を取得し、時間的な分散画像の空間的な分散値が下限閾値を超える条件を満
たす領域を胎児心臓の組織の領域とすることにより、胎児心臓の組織位置の分布情報を取
得する。
【００５８】
　そして、データ処理機能１８０ａは、以下の式（４）及び式（５）を用いて、高分散分
布像ＶＨ（ｘ，ｙ）１２内で、ｘ，ｙ各々の重心値ｘｇ，ｙｇを算出し、胎児心臓の中心
位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）を取得する。
【００５９】
【数４】

【数５】

【００６０】
　ただし、式（４）及び式（５）において、Σ＿ｘは、ｘ方向への和を示し、Σ＿ｙはｙ
方向への和を示す。
【００６１】
　ここで、γ＝１とする場合には、ｘｇ，ｙｇは画像（高分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ））範
囲内でのｘ，ｙ各々の単純な平均座標値となる。また、γ＝Ｖａｒ（ｘ，ｙ）とする場合
には、分散値による重みを加味した重心座標値となる。
【００６２】
　ロバストで正確な胎児心臓の中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）を推定する上では、データ処理
機能１８０ａは、高分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ）１２を生成する際にγ＝Ｖａｒ（ｘ，ｙ）
を用いるのが好適である。胎児心臓を含む画像（胎児心臓画像）には胎盤（高輝度）や胎
児の肝臓（高輝度）と羊水（低輝度）との境界といった、弁のように時間分散値が大きく
なる部位があるので、心臓内にあって最も速く動く弁によって生じる高い分散値が示す部
位の重みが重心位置として反映されやすくなるためである。
【００６３】
　次に、データ処理機能１８０ａは、以下の式（６）～（８）により、高分散分布像ＶＨ
（ｘ，ｙ）１２に関する空間分散値ｖｘ，ｖｙ及び空間共分散値ｖｘｙを演算し、以下の
式（９）により、２×２の分散共分散行列Ａ２を生成する。
【００６４】

【数６】

【数７】
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【数８】

【数９】

【００６５】
　空間分散値ｖｘ，ｖｙ及び空間共分散値ｖｘｙを演算する際のγとしては、全ての抽出
部位の分散値重みが等しいγ＝１を用いるのが好適である。より分散値が大きい弁領域や
、弁よりは分散値が小さい心筋領域を全て同等の心臓領域として扱うためである。もちろ
ん、データ処理機能１８０ａは、γ＝Ｖａｒ（ｘ，ｙ）として位置（ｘ，ｙ）に分散値の
重みを付けた空間分散値ｖｘ，ｖｙ及び空間共分散値ｖｘｙを用いて分散共分散行列Ａ２
を生成しても構わない。
【００６６】
　データ処理機能１８０ａは、分散共分散行列Ａ２を用いた主成分分析により、主軸ｍ１
と副軸ｍ２の方向（２つの固有値σｉに対応する固有ベクトル）と、各軸上での分散σ１
，σ２（２つの固有値）を求めて心臓のサイズ（楕円半径：Ｒｉ＊ｓｑｒｔ（σｉ）;　
ｉ＝１，２、Ｒｉは１．５～２．０程度が好適）を推定する。ここでいう楕円半径とは、
例えば、楕円の長軸の半分の長さである長半径又は短軸の半分の長さである短半径をいう
。データ処理機能１８０ａは、主成分分析として、Ｊａｃｏｂｉ法で２×２の行列を定義
して用いるか、固有方程式（２次元の動画像データを扱う場合には２次方程式）を解くの
が一般的である。この場合の固有値σ１，σ２は位置の分散値なので、分散値σ１，σ２
の平方根は長さの次元を持つ標準偏差値となる。よって、仮に、高分散分布像ＶＨ（ｘ，
ｙ）１２により示される分散分布が正規分布であれば、Ｒｉ＝２．０を選ぶと、抽出され
た高分散の点のうち約９４％がこの楕円半径で定義される楕円内に含まれる。実際の高分
散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ）の分散分布は胎児心臓を含む胎児組織および母体組織の構造に依
存するので一般に正規分布とはならないが、Ｒｉを適切に設定すれば心室と心房を含む心
臓のサイズが推定可能である。
【００６７】
　また、主軸ｍ１と副軸ｍ２は直交しており、主軸ｍ１及び副軸ｍ２のそれぞれは、心臓
の長軸及び短軸のいずれかに対応していると考えられる。高分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ）１
２として、先に述べた弁や、心腔（低輝度）と心筋（高輝度）の境界として収縮拡張する
心筋のみが支配的に抽出できていれば、主軸ｍ１と副軸ｍ２は心臓の姿勢（向き）に対応
するためである。ここで、仮に心室と心房を含む全長軸の長さ（心尖位置と心房の血流流
入部の位置間の距離）が、左心系と右心系を含む弁輪部での全短軸の長さよりも常に長い
のであれば、主軸を長軸側および副軸を短軸側へ割り付けることが可能となる。しかしな
がら、胎児心臓は成人よりも円形形状をしているために、必ずしもこのような前提は成り
立たない。従って、この段階では、ペア１（主軸＝長軸、副軸＝短軸）及びペア２（主軸
＝短軸、副軸＝長軸）のいずれかの組み合わせとして心臓の姿勢が決まる。
【００６８】
　心室と心房は逆位相で拡張及び収縮するので、心室及び心房の双方を含む心尖像では心
室のみから得られる情報を用いないと拡張末期／収縮末期を正しく区別できない。具体的
には、全心臓を対象とすると、互いに逆位相の心室由来の情報と心房由来の情報とが混在
するので、後述する心室内腔面積ＶＡ（ｔ）や平均心筋速度ＶＶ（ｔ）といった、本来、
心時相識別が可能な信号（波形）の時間的な変化幅が小さくなり、後述する心室内腔面積
ＶＡ（ｔ）や平均心筋速度ＶＶ（ｔ）から心時相を識別することが困難となるためである
。
【００６９】
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　そこで本実施形態では、データ処理機能１８０ａは、先に得られた心臓の領域から心室
の範囲を限定する。このために、データ処理機能１８０ａは、上述した主成分分析で得ら
れた２つの主成分軸（主軸ｍ１及び副軸ｍ２）それぞれについて、心臓の短軸であるのか
又は長軸であるのかを判定すると共に、長軸の心尖側（心室側）を判定する。これらの判
定のために、以下の２つのキーとなる心臓の生理的な特徴を利用する。
【００７０】
　１つ目の特徴は、「最も早く動く(変化の大きな)のは弁で、弁の運動方向は長軸方向に
概平行である」という特徴である。２つ目の特徴は、「心房よりも心室の方が大きく、長
軸方向のサイズは心室側の方が長い」という特徴である。
【００７１】
　１つ目の特徴から、主成分分析により得られた２つの軸（主軸ｍ１及び副軸ｍ２）のう
ちいずれか一方の軸に平行でＶａｒ（ｘ，ｙ）が大きな塊として分布している部位が弁で
あり、その軸の方向は短軸方向となる。これは、心室や心房の心腔内では超音波画像の輝
度が小さく、輝度が大きい弁尖は心腔内で開閉する際に長軸方向内で往復運動を行うこと
で、弁尖が通過する領域の輝度の時間分散値が大きくなり、長軸方向に幅を持った帯状の
分布として時間分散像が得られるためである。この際に弁尖が接続されている根本の弁輪
部も長軸方向に対して平行に動くので、弁尖と共に弁輪部もこの帯状の分散分布を形成し
ている。
【００７２】
　また、２つ目の特徴から、最終的に胎児心臓の中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）は、心室と心
房を含む全長軸において、心室側にシフトして得られる確率が高いことが分かる。時間分
散値が大きくなるのは、先に述べた弁尖と弁輪部および収縮拡張を行う心室の心筋と心房
の心筋である。ここで、２つ目の特徴により心室の心筋長は心房の心筋長よりも長いこと
が分かる。弁部位の往復運動は長軸方向内で明瞭な非対称性がないために、弁部位に対応
する高分散領域の重心は移動幅（帯状の分布の幅）の中央にあることが期待される。従っ
て、高分散領域の長軸方向での重心位置は、心室の心筋に対応する高分散領域と心房の心
筋に対応する高分散領域との大きさの違いに依存して心室側に偏る可能性が高くなる。
【００７３】
　本実施形態に係るデータ処理機能１８０ａは、上述した特徴を利用して長軸と短軸の方
向を区別し、更に長軸の心尖側を判定する。
【００７４】
　データ処理機能１８０ａが実行する具体的な処理の一例について説明する。図５は、第
１の実施形態に係るデータ処理機能１８０ａが実行する処理の一例を説明するための図で
ある。図５には、胎児心臓の中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）、主軸ｍ１、副軸ｍ２が高分散分
布像ＶＨ（ｘ，ｙ）１２に重畳された場合が示されている。なお、図５に示す高分散分布
像ＶＨ（ｘ，ｙ）１２は、γ＝１の場合に得られた画像である。
【００７５】
　図５に示すように、データ処理機能１８０ａは、高分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ）１２に対
して、胎児心臓の中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）近傍において中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）を挟
む４つの帯状の長方形の領域ｍ１－１，ｍ１－２，ｍ２－１，ｍ２－２を設定する。領域
ｍ１－１及び領域ｍ１－２は、主軸ｍ１に平行で中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）を挟む２つの
領域である。領域ｍ２－１及び領域ｍ２－２は、副軸ｍ２に平行で中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙ
ｇ）を挟む２つの領域である。
【００７６】
　そして、データ処理機能１８０ａは、４つの帯状の長方形の領域ｍ１－１，ｍ１－２，
ｍ２－１，ｍ２－２の中で、ＶＨ（ｘ，ｙ）の和（時間的な分散画像の画像値の和）が最
大となる領域を弁部位として抽出する。ここで、弁部位として抽出される領域（弁領域）
と成り得る領域には、僧帽弁と三尖弁の双方の弁尖と弁輪が含まれるのでＶＨ（ｘ，ｙ）
の和は大きくなる。一方で、胎児心臓の中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）に対して反対側の領域
には輝度の小さい心室心腔内の分散が対応するのでＶＨ（ｘ，ｙ）の和は小さくなる。ま
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た、長軸方向に対して長方形の長手方向が平行な２つの領域には、長手方向よりも小さく
設定されている幅の領域にしか高分散な弁部位が含まれていないので、弁領域よりもＶＨ
（ｘ，ｙ）の和が小さくなる。
【００７７】
　なお、このような弁部位を探索するための４つの帯状の領域（弁部位探索用の領域）ｍ
１－１，ｍ１－２，ｍ２－１，ｍ２－２のサイズ（大きさ）が同一でない場合には、デー
タ処理機能１８０ａは、弁部位を抽出する際に、ＶＨ（ｘ，ｙ）の平均値を用いてもよい
。データ処理機能１８０ａは、帯状の弁部位探索用の各領域のサイズ設定としては、長手
方向は楕円半径（主軸ｍ１に対応する楕円半径（Ｒ１＊ｓｑｒｔ（σ１））又は副軸ｍ２
に対応する半径（Ｒ２＊ｓｑｒｔ（σ２））か、若しくは、双方の平均半径のいずれか）
又は心臓サイズとして期待される数ｃｍ程度の所定の値を用いる。また、データ処理機能
１８０ａは、幅としては弁尖の移動距離の期待値として数ｍｍ程度を用いるのが好適であ
る。
【００７８】
　ここで、弁部位として抽出された帯状の弁領域の軸方向（帯の長手方向に平行な方向）
が短軸方向に対応するので、長軸方向として短軸に垂直な方向（帯の幅の方向）が定めら
れる。すなわち、データ処理機能１８０ａは、弁部位として抽出された帯状の領域の長手
方向に平行な方向を短軸方向として定め、短軸方向に垂直な方向を長軸方向として定める
。また、データ処理機能１８０ａは、心臓の生理学的な２つ目の特徴に基づき、分散分布
の重心の偏りにより、胎児心臓の中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）に対して弁部位と判定された
領域と反対側の方向を、長軸上の心尖側として判定する。
【００７９】
　すなわち、データ処理機能１８０ａは、胎児心臓の中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）の周辺に
おいて、複数の固有ベクトルそれぞれの方向に平行で幅を有する複数の領域ｍ１－１，ｍ
１－２，ｍ２－１，ｍ２－２を設定する。そして、データ処理機能１８０ａは、複数の領
域ｍ１－１，ｍ１－２，ｍ２－１，ｍ２－２のうち空間的な分散値の和又は平均値が最大
となる領域を胎児心臓弁の領域として検出する。そして、データ処理機能１８０ａは、胎
児心臓の大きさとして、胎児心臓弁の領域に平行な固有ベクトルの方向を胎児心臓の短軸
と判定し、胎児心臓弁の領域の幅方向に平行な方向を胎児心臓の長軸と判定する。
【００８０】
　例えば、図５に示す高分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ）１２や４つの領域ｍ１－１，ｍ１－２
，ｍ２－１，ｍ２－２を見てみると、実際に胎児心臓の中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）が心尖
方向に寄っており、高分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ）１２から弁領域と認識される領域に対応
する領域ｍ２－２に含まれるＶＨ（ｘ，ｙ）が、他の領域ｍ１－１，ｍ１－２，ｍ２－１
に比べて最も大きいことが目視でも判定可能である。
【００８１】
　したがって、図５に示す場合には、データ処理機能１８０ａは、副軸ｍ２の方向を短軸
方向とし、主軸ｍ１の方向を長軸方向として定める。また、データ処理機能１８０ａは、
胎児心臓の中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）に対して領域ｍ２－２の反対側に心尖（心室側）が
あると判定する。すなわち、データ処理機能１８０ａは、胎児心臓の中心位置Ｃ（ｘｇ，
ｙｇ）に対して領域ｍ２－２の反対側の領域を心室側の領域として判定し、中心位置Ｃ（
ｘｇ，ｙｇ）に対して領域ｍ２－２側の領域を心房側の領域と判定する。このようにして
、データ処理機能１８０ａは、胎児心臓の中心位置、及び、胎児心臓弁の領域の位置に基
づいて、長軸の心室側と心房側とを区別する。
【００８２】
　そして、データ処理機能１８０ａは、高分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ）１２に、長軸方向の
延長線上に心尖位置を示す「＋」を重畳させる。なお、図５に示すように、心尖位置は、
長半径（長軸の楕円半径）よりも大きめ（長半径の１．３倍程度）の値を有する長軸方向
の位置として定義するのが好適である。これは心尖部の心筋移動（変化）速度が小さいこ
とにより、時間分散値が他部位の心臓組織よりも相対的に小さくなる影響を考慮して、心
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尖位置の推定精度を高める工夫である。
【００８３】
　胎児心臓の中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）、心尖位置、心室側の領域、心房側の領域、長軸
（長軸方向）及び短軸（短軸方向）のそれぞれは、胎児心臓の大きさの情報、胎児心臓の
位置の情報及び姿勢の情報の少なくとも１つである。このようにして、データ処理機能１
８０ａは、動画像データ１０に基づいて、胎児心臓の大きさの情報、胎児心臓の位置の情
報及び姿勢の情報を推定する。
【００８４】
　また、データ処理機能１８０ａは、胎児心臓の組織位置の分布情報に基づいて、胎児心
臓の大きさの情報、胎児心臓の位置の情報及び姿勢の情報を推定する。また、データ処理
機能１８０ａは、胎児心臓の組織位置の分布情報を用いて動画像データ１０に含まれる胎
児心臓の位置情報を取得し、胎児心臓の位置情報及び組織位置の分布情報に関する主成分
分析の結果に基づいて、動画像データ１０に含まれる胎児心臓の大きさの情報及び姿勢の
情報を推定する。
【００８５】
　また、データ処理機能１８０ａは、胎児心臓の組織位置の２次元の分布情報の重心を胎
児心臓の中心位置として推定する。データ処理機能１８０ａは、主成分分析により２つの
固有値及び２つの固有ベクトルを取得し、２つの固有値に基づいて胎児心臓の大きさの情
報を推定し、２つの固有ベクトルに基づいて胎児心臓の姿勢の情報を推定する。
【００８６】
　次に、データ処理機能１８０ａは、心室側の領域と判定した領域内で、２次元の動画像
データ１０の輝度Ｉ（ｘ，ｙ，ｔ）が相対的に小さい部位を心室の心腔内のピクセルとし
て抽出する。具体例を挙げて説明すると、データ処理機能１８０ａは、図２に示すように
、２次元の動画像データ１０の輝度Ｉ（ｘ，ｙ，ｔ）について、各点（ｘ，ｙ）上で時間
ｔ方向での時間平均値を演算し、平均分布Ａｖｅ（ｘ，ｙ）を生成する。なお、図２には
、平均分布Ａｖｅ（ｘ，ｙ）を示す平均分布像１３が示されている。次に、データ処理機
能１８０ａは、輝度値が、以下の式（１０）で定められる閾値ｃＡｔｈを下回る領域を、
輝度値が空間内で相対的に小さい部位に対応する領域として抽出する。
【００８７】
【数１０】

【００８８】
　式（１０）において、ｍｅａｎ（Ａｖｅ（ｘ，ｙ））は、全ての点（ｘ，ｙ）で演算さ
れた平均分布Ａｖｅ（ｘ，ｙ）の和を全ての点（ｘ，ｙ）の個数で除した平均値（平均分
布Ａｖｅ（ｘ，ｙ）の平均値）である。また、ｓｑｒｔ（ｖａｒｉ（Ａｖｅ（ｘ，ｙ））
）は、全ての点（ｘ，ｙ）で演算された平均分布Ａｖｅ（ｘ，ｙ）の分散の正の平方根で
ある標準偏差（平均分布Ａｖｅ（ｘ，ｙ）の標準偏差）である。また、ｋｃは０．７前後
の係数である。データ処理機能１８０ａは、このような閾値ｃＡｔｈを設定して、図２に
示すように、輝度値が空間内で相対的に小さい部位に対応する領域を抽出する。なお、図
２には、輝度値が空間内で相対的に小さい部位に対応する領域を示す画像１４が示されて
いる。
【００８９】
　画像中で輝度値が相対的に小さい部位は、羊水や大血管およびエコーの通りにくい場所
（音響陰影等）のように心腔内以外にもあるので、データ処理機能１８０ａは、閾値ｃＡ
ｔｈを下回る領域を抽出する処理を施す対象を、予め上述した処理で推定された心室側の
領域の範囲内に限定することで、心室の心腔内の領域のみを効率的に抽出することが可能
となる。
【００９０】
　そして、データ処理機能１８０ａは、抽出した心室の心腔内の領域を構成するピクセル
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の画面内総和（抽出したピクセルの数＊ｐｓ２）を算出する。ただし、ｐｓ＝ピクセルサ
イズ［ｍｍ］である。すなわち、（抽出したピクセルの数＊ｐｓ２）は、心室の心腔内の
領域を構成するピクセルが占める面積［ｍｍ２]である。そして、データ処理機能１８０
ａは、上述したピクセルの画面内総和を、胎児心臓の心室内腔面積ＶＡ（ｔ）として取得
する。このように、データ処理機能１８０ａは、時間変化波形Ｓ（ｔ）として、心室内腔
面積ＶＡ（ｔ）を取得する。
【００９１】
　ここで、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）が示す波形では、拡張末期ＥＤで極大値をとり、収縮
末期ＥＳで極小値をとる。すなわち、データ処理機能１８０ａは、動画像データ１０に基
づいて、胎児心時相を推定可能な参照波形として心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を取得する。心
室内腔面積ＶＡ（ｔ）は、胎児心臓の心室内腔サイズの時間変化波形の一例である。また
、データ処理機能１８０ａは、胎児心臓の組織位置の分布情報に基づいて心室内腔面積Ｖ
Ａ（ｔ）を取得する。また、データ処理機能１８０ａは、胎児心臓の大きさの情報及び胎
児心臓の姿勢の情報に基づいて心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を取得する。
【００９２】
　このため、データ処理回路１８０の判定機能１８０ｂは、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を示
す波形（時間変化波形）において、極大値をとる点（ピーク）を検出することにより、極
大値をとる点に対応する時間ｔを拡張末期ＥＤの心時相として判定する。また、判定機能
１８０ｂは、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を示す波形において、極小値をとる点（ピーク）を
検出することにより、極小値をとる点に対応する時間ｔを収縮末期ＥＳの心時相として判
定する。
【００９３】
　すなわち、判定機能１８０ｂは、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を示す時間変化波形において
、極大値をとる時相を拡張末期ＥＤとし、極小値をとる時相を収縮末期として胎児心時相
を判定する。
【００９４】
　図６は、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を示す波形（時間変化波形）２０、及び、判定機能１
８０ｂにより判定された拡張末期ＥＤの時相２１ａ及び収縮末期ＥＳの時相２１ｂの一例
を示す図である。図６に示す横軸は時間を示し、縦軸は振幅を示す。なお、図６の例では
、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を示す波形２０の振幅が規格化されている。
【００９５】
　図６において、複数の拡張末期ＥＤの時相２１ａのうち、最大の振幅値（波形値）を有
する時相２１ａを「＋１．５」で標識し、他の時相２１ａは「＋１．０」で標識している
。同様に、複数の収縮末期ＥＳの時相２１ｂのうち最小の振幅値を有する時相２１ｂを「
－２．０」で標識し、他の時相２１ｂは「－１．０」で標識している。
【００９６】
　データ処理回路１８０の実行機能１８０ｃは、拡張末期ＥＤの時相２１ａを用いて、拡
張末期ＥＤから次の拡張末期ＥＤまでの区間（ＥＤ－ＥＤ区間、拡張末期時相間隔）を１
心周期の心拍期間として定義し、定義された心拍期間を２次元のスペックルトラッキング
で用いられる時間定義域の初期心拍とする。例えば、実行機能１８０ｃは、拡張末期の時
相２１ａをＲ波の時相とみなして、ＥＤ－ＥＤ区間を設定することにより、Ｒ－Ｒ区間を
設定する。なお、実行機能１８０ｃは、収縮末期ＥＳから次の収縮末期ＥＳまでの区間（
ＥＳ－ＥＳ区間、収縮末期時相間隔）を１心周期の心拍期間として定義してもよい。実行
機能１８０ａは、初期心拍として、最新の心拍期間、複数の心拍期間のうち最も平均に近
い心拍期間、又は、最大の振幅値（波形値）を含む心拍期間を用いることができる。そし
て、実行機能１８０ｃは、かかる心拍期間、胎児心臓の中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）、並び
に、データ処理機能１８０ａにより取得された胎児心臓の長軸及び短軸の各種情報から所
定の情報を用いて、２次元の動画像データ１０に対してスペックルトラッキングを実行し
、壁運動解析を実行する。壁運動解析の結果として、ＧＬＳ等の指標が得られる。
【００９７】
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　また、制御回路１９０は、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を示す波形を、心時相の参照波形と
してＥＣＧ信号の代わりにディスプレイ１０３に表示させる。なお、先の図６に示すよう
に、拡張末期ＥＤの時相２１ａ及び収縮末期ＥＳの時相２１ｂのうち少なくとも１つを、
心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を示す波形とともにディスプレイ１０３に表示させてもよい。
【００９８】
　また、データ処理機能１８０ａにより得られた心時相の情報（拡張末期ＥＤの時相２１
ａ及び収縮末期ＥＳの時相２１ｂ）は、スペックルトラッキングで活用する以外の場合に
も用いられる。例えば、実行機能１８０ｃは、心時相の情報を用いて、画像に含まれてい
た胎児心臓に関する基本的な特性として、複数の心拍期間［ｓｅｃ］又は心拍数［ｂｐｍ
］の平均値やばらつき（標準偏差）値を算出してもよい。そして、制御回路１９０は、複
数の心拍期間［ｓｅｃ］又は心拍数［ｂｐｍ］の平均値やばらつき（標準偏差）値をディ
スプレイ１０３に表示させてもよい。また、実行機能１８０ｃは、拡張末期容積ＥＤＶ［
ｍＬ］、収縮末期容積ＥＳＶ［ｍｌ］およびＥＦ［％］といった容積情報を得るためのア
プリケーションにおいて用いられる心時相の情報として、データ処理機能１８０ａにより
得られた心時相の情報を用いてもよい。
【００９９】
　ここで、実際には、データ処理機能１８０ａは、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を得る場合に
幾つかの前処理を実行する。かかる前処理について、以下、説明する。
【０１００】
　心室内腔面積ＶＡ（ｔ）には母体の呼吸動や母体の心拍動、プローブ１０１の動き及び
胎児の動きに起因するクラッタ成分ＣＬ（ｔ）が含まれる。このため、データ処理機能１
８０ａは、クラッタ成分ＣＬ（ｔ）を推定し、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）からクラッタ成分
ＣＬ（ｔ）を除去する。
【０１０１】
　具体例を挙げて説明すると、データ処理機能１８０ａは、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）の周
波数分析により拍動の主周波数ｆ０（例えば、１２０ｂｐｍなら２Ｈｚ）を推定する。そ
して、データ処理機能１８０ａは、Ｔｃ＝１／ｆ０の時間幅で心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を
畳み込んでクラッタ成分ＣＬ（ｔ）を得る。そして、データ処理機能１８０ａは、心室内
腔面積ＶＡ（ｔ）からクラッタ成分ＣＬ（ｔ）を減算（ハイパスフィルタ処理）したＶＡ
´（ｔ）＝ＶＡ（ｔ）－ＣＬ（ｔ）を得る。これは適応的にクラッタ成分ＣＬ（ｔ）を推
定して除去する場合の一例となっている。クラッタ成分ＣＬ（ｔ）を除去することで心室
の拍動に由来する成分のみが抽出され、正負のピーク分離や波形のゼロクロス検出が機能
するようになる。
【０１０２】
　また、データ処理機能１８０ａは、変動性ノイズを除去するために、心室内腔面積ＶＡ
（ｔ）又はクラッタ成分ＣＬ（ｔ）が除去された心室内腔面積ＶＡ´（ｔ）にローパスフ
ィルタ処理（平滑化処理）をかけて、安定したピーク検出を行えるようにする。
【０１０３】
　図７及び図８は、前処理の効果を説明するための図である。図７には、ローパスフィル
タ処理前の心室内腔面積ＶＡ（ｔ）が示す波形２５、ローパスフィルタ処理後の心室内腔
面積ＶＡ（ｔ）が示す波形２６、及び、クラッタ成分ＣＬ（ｔ）が示す波形２７の一例が
示されている。また、図８には、クラッタ成分ＣＬ（ｔ）が除去された心室内腔面積ＶＡ
´（ｔ）が示す波形２８の一例が示されている。なお、図８に示す波形２８が先の図６に
示す波形２０と実質的に同等なもの（振幅規格化前の波形）である。上述したクラッタ成
分ＣＬ（ｔ）を除去する処理やローパスフィルタ処理が非線形処理を含まない場合、最終
的に得られる心室内腔面積ＶＡ´（ｔ）は処理の順番を問わずに同じになる。図８には、
ローパスフィルタ処理後にクラッタ成分ＣＬ（ｔ）を除去する処理が行われた場合の波形
２８が示されている。このように、データ処理機能１８０ａは、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）
に含まれるクラッタ成分ＣＬ（ｔ）を低減させるとともに、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）に含
まれる変動性ノイズを低減させる。
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【０１０４】
　適応的にクラッタ成分ＣＬ（ｔ）を推定する処理の他の例について説明する。例えば、
データ処理機能１８０ａは、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）に関する周波数分析の代わりに、以
下の処理を行ってもよい。例えば、データ処理機能１８０ａは、最初に予め初期心拍数Ｂ
０（例えば、１２０ｂｐｍ）を設定してＴｃ＝６０／Ｂ０を与えることで心室内腔面積Ｖ
Ａ（ｔ）＿１が示す波形を得てから、１回目のピーク（極小値をとる点や極大値をとる点
）を検出する処理を行う。そして、データ処理機能１８０ａは、１回目のピークを検出す
る処理の結果得られた複数のＥＤ－ＥＤ区間や複数のＥＳ－ＥＳ区間について平均区間Ｔ
ｍを算出することにより心周期を推定する。そして、データ処理機能１８０ａは、Ｔｃ＝
Ｔｍとして与えた心室内腔面積ＶＡ（ｔ）＿２の波形を得て、２回目のピークを検出する
処理を行い、２回目のピークを検出する処理の結果と心室内腔面積ＶＡ（ｔ）＿２の波形
情報を用いても良い。
【０１０５】
　このように、データ処理機能１８０ａは、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を示す時間変化波形
から心周期を推定する処理と、心周期に基づいて心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を取得する処理
とを適応的に切り替える。
【０１０６】
　更には、データ処理機能１８０ａは、Ｔｃ又はｆ０の値に応じて、ローパスフィルタの
カットオフ周波数ｆｃを適応的に変えてもよい。例えば、データ処理機能１８０ａは、平
均心拍数６０／Ｔｍに応じてカットオフ周波数ｆｃを大きくしてもよい。なお、データ処
理機能１８０ａは、上述したような適応的な処理を行わず、心拍数としてＢ０を用いた１
回目のピークを検出する処理の結果と心室内腔面積ＶＡ（ｔ）＿１の波形情報をそのまま
用いてもよい。
【０１０７】
　図９は、第１の実施形態に係るデータ処理機能１８０ａが実行する処理の流れの一例を
示すフローチャートである。図９に示すように、データ処理機能１８０ａは、動画像デー
タ１０の輝度Ｉ（ｘ，ｙ，ｔ）について、各点（ｘ，ｙ）上で時間ｔ方向での分散値であ
る時間分散値を演算し、分散分布Ｖａｒ（ｘ，ｙ）を取得する（ステップＳ１０１）。
【０１０８】
　そして、データ処理機能１８０ａは、上記の式（１）により、心臓領域として高分散分
布像ＶＨ（ｘ，ｙ）１２を抽出する（ステップＳ１０２）。そして、データ処理機能１８
０ａは、上記の式（６）～（８）により、空間分散値ｖｘ，ｖｙ及び空間共分散値ｖｘｙ
を演算し、上記の式（９）により分散共分散行列Ａ２を生成する（ステップＳ１０３）。
【０１０９】
　そして、データ処理機能１８０ａは、分散共分散行列Ａ２を用いた主成分分析により、
主軸ｍ１と副軸ｍ２の方向（2つの固有値σｉに対応する固有ベクトル）と、各軸上での
分散σ１，σ２（２つの固有値）を求める（ステップＳ１０４）。そして、データ処理機
能１８０ａは、主軸ｍ１及び副軸ｍ２の方向、並びに、分散σ１，σ２に基づいて、胎児
心臓の長軸及び短軸、並びに、長軸の心尖側を判定する（ステップＳ１０５）。そして、
データ処理機能１８０ａは、判定結果を用いて、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を取得し（ステ
ップＳ１０６）、処理を終了する。
【０１１０】
　以上、第１の実施形態に係る超音波診断装置１について説明した。第１の実施形態では
、胎児の心時相を識別可能な参照波形（時間変化波形Ｓ（ｔ））が得られる。そして、こ
のような参照波形から、自動的に、拡張末期ＥＤの心時相や収縮末期ＥＳの心時相などの
胎児の心時相が得られる。更に、胎児心臓の位置の情報、大きさの情報及び姿勢の情報も
得られる。この結果、スペックルトラッキング等のアプリケーションにおいて、自動的に
時間定義域を設定することが可能になり、操作の簡便化を図ることができるとともに、処
理時間を短縮することができる。また、得られた胎児心臓の位置の情報及び姿勢の情報は
、画像に含まれる胎児心臓の位置を抽出する（segmentation）要素技術として種々の自動
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精度改善により性能の向上が実現される。以上のことから、第１の実施形態に係る超音波
診断装置１によれば、胎児の心機能評価に有用な情報を得ることができる。
【０１１１】
（第１の実施形態の第１の変形例）
　第１の実施形態では、データ処理機能１８０ａが、胎児心臓の心時相を識別することが
可能な時間変化波形として、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を取得する場合について説明した。
しかしながら、データ処理機能１８０ａは、胎児心臓の心時相を識別することが可能な他
の時間変化波形を取得してもよい。そこで、このような変形例を第１の実施形態の第１の
変形例として以下説明する。
【０１１２】
　図１０は、第１の変形例に係るデータ処理機能１８０ａが実行する処理の一例を説明す
るための図である。例えば、第１の変形例に係るデータ処理機能１８０ａは、図１０に示
すように、第１の実施形態と同様に、胎児心臓の中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）を特定し、胎
児心臓の短軸及び長軸、並びに、胎児心臓の心室側の領域及び心房側の領域を判定する。
【０１１３】
　そして、データ処理機能１８０ａは、心室側の領域と判定した領域内で輝度値が相対的
に大きい部位、又は、心室側の領域と判定した領域内で高分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ）にお
いて高分散値の点として抽出された部位を心室組織として抽出する。なお、図１０の例は
、心室側の領域と判定した領域内で高分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ）において高分散値の点と
して抽出された部位が、心室組織として抽出された場合を示す。ここでは、高分散分布像
ＶＨ（ｘ，ｙ）が心臓の組織部位を効率的に抽出可能なことを利用している。
【０１１４】
　そして、データ処理機能１８０ａは、抽出した心室組織上の複数の点ｐ（ｘ，ｙ）を特
定する。そして、データ処理機能１８０ａは、２次元の動画像データ１０における心室組
織部位を構成する複数の点ｐ（ｘ，ｙ）に対してフレーム間（１／フレームレート［ｓｅ
ｃ］）の２次元的なパターンマッチング処理により、図１０に示すように、移動ベクトル
Ｖｐ（ｔ）を算出する。次に、データ処理機能１８０ａは、各点ｐ（ｘ，ｙ）において、
図１０に示すように、心尖位置へ向かう方向の射影速度成分ａＶｐ（ｔ）［ｃｍ／ｓｅｃ
］を算出する。例えば、データ処理機能１８０ａは、点ｐ（ｘ，ｙ）毎に、点ｐ（ｘ，ｙ
）の位置と心尖位置とを結ぶ単位方向ベクトルｎｐと、移動ベクトルＶｐ（ｔ）との内積
を射影速度成分ａＶｐ（ｔ）として算出する。
【０１１５】
　そして、データ処理機能１８０ａは、有効な組織部位の全点ｐ（ｘ，ｙ）に対する射影
速度成分ａＶｐ（ｔ）の平均を、平均心筋速度ＶＶ（ｔ）［ｃｍ／ｓｅｃ］として算出す
る。このようにして、データ処理機能１８０ａは、時間変化波形Ｓ（ｔ）として平均心筋
速度ＶＶ（ｔ）を取得する。すなわち、データ処理機能１８０ａは、参照波形として、胎
児心臓の心尖へ向かう方向の心筋速度の成分の時間変化波形を取得する。
【０１１６】
　なお、図１０を参照して、データ処理機能１８０ａが、高分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ）に
おいて高分散値の点として抽出された部位を心室組織として抽出する場合について説明し
たが、輝度値が相対的に大きい部位を心室組織として抽出する場合について説明する。
【０１１７】
　例えば、データ処理機能１８０ａは、平均輝度の空間平均値である上述したｍｅａｎ（
Ａｖｅ（ｘ，ｙ））と空間標準偏差値である上述したｓｑｒｔ（ｖａｒｉ（Ａｖｅ（ｘ，
ｙ）））とを用いて、以下の式（１１）により定められた閾値ｍＡｔｈを越える領域を心
臓の組織部位として抽出する。
【０１１８】
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【数１１】

【０１１９】
　ただし、式（１１）において、ｋｍは、０．３前後の係数である。
【０１２０】
　画像中で輝度の時間分散値が大きくなる部位や時間平均値が大きくなる部位は心室部分
以外にもあるが、データ処理機能１８０ａは、閾値ｍＡｔｈを超える領域を抽出する処理
を施す対象を、心室側の領域と判定された領域の範囲内に限定することで、心室の組織の
みを効率的に抽出することが可能となる。
【０１２１】
　図１１は、第１の変形例に係る判定機能１８０ｂが実行する処理の一例について説明す
るための図である。ここで、平均心筋速度ＶＶ（ｔ）を示す波形では、収縮期に極大値を
とり、拡張期に極小値をとる。このため、図１１に示すように、第１の変形例に係る判定
機能１８０ｂは、平均心筋速度ＶＶ（ｔ）を示す波形３０において、極大値をとる点（ピ
ーク）３１を検出し、検出した点３１から時間を遡って心筋速度の成分がゼロとなる点３
２に対応する時間ｔを拡張末期ＥＤの心時相として判定する。また、判定機能１８０ｂは
、波形３０において、点３１から時間を進めて心筋速度の成分がゼロとなる点３３に対応
する時間ｔを収縮末期ＥＳの心時相として判定する。このように、判定機能１８０ｂは、
波形３０のゼロクロスを検出することにより、胎児心臓の心時相を判定する。
【０１２２】
　すなわち、判定機能１８０ｂは、平均心筋速度ＶＶ（ｔ）を示す時間変化波形において
極大値をとる点３１から時間を遡って、時間変化波形において心筋速度の成分がゼロとな
る時相を拡張末期ＥＤとし、点３１から時間を進めて、時間変化波形において心筋速度の
成分がゼロとなる時相を収縮末期ＥＳとして胎児心時相を判定する。
【０１２３】
　データ処理機能１８０ａは、平均心筋速度ＶＶ（ｔ）を取得する際には、上述したよう
な時間変化波形３０のゼロクロスを検出する処理が機能するようにするために、平均心筋
速度ＶＶ（ｔ）から上述したクラッタ成分ＣＬ（ｔ）を除去する処理を行う。更に、デー
タ処理機能１８０ａは、安定したピーク検出のために、平均心筋速度ＶＶ（ｔ）に対して
クラッタ成分ＣＬ（ｔ）を除去する処理とともに平滑化の処理を併用するのが好適である
。
【０１２４】
　以上、Ａ４Ｃ像を想定した心尖像に対して、第１の実施形態では心室内腔面積ＶＡ（ｔ
）を取得する処理を適用する場合について説明し、第１の変形例では平均心筋速度ＶＶ（
ｔ）を取得する処理を適用する場合について説明した。しかしながら、他の心尖像（Ａ３
Ｃ像やＡ２Ｃ像）に対しても、同様に、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を取得する処理及び平均
心筋速度ＶＶ（ｔ）を取得する処理を適用してもよい。
【０１２５】
　一方、短軸像の場合には、心室のみからの情報と仮定できるため、データ処理機能１８
０ａは、楕円の全領域を対象に心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を算出してもよい。また、短軸像
の場合には、データ処理機能１８０ａは、各点ｐ（ｘ，ｙ）において、胎児心臓の中心位
置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）へ向かう射影速度成分ｃＶｐ（ｔ）を求め、有効な組織部位の全点ｐ
（ｘ，ｙ）に対する射影速度成分ｃＶｐ（ｔ）の平均を、平均心筋速度ＶＶ（ｔ）［ｃｍ
／ｓｅｃ］として算出してもよい。すなわち、データ処理機能１８０ａは、参照波形とし
て、胎児心臓の心室の収縮中心へ向かう方向の心筋速度の成分の時間変化波形を取得して
もよい。
【０１２６】
（第１の実施形態の第２の変形例）
　また、第１の実施形態に係る判定機能１８０ｂによる心時相の判定方法（第１判定方法
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）と、第１の変形例に係る判定機能１８０ｂによる心時相の判定方法（第２判定方法）と
では、心時相判定の原理が異なる。また、第１の実施形態に係る判定機能１８０ｂは、心
室内腔面積ＶＡ（ｔ）を用いて心時相を判定するのに対して、第１の変形例に係る判定機
能１８０ｂは、平均心筋速度ＶＶ（ｔ）を用いて心時相を判定する。このように、第１の
実施形態に係る判定機能１８０ｂと第１の変形例に係る判定機能１８０ｂとでは、互いに
異なる独立な意味を持つ物理量を用いて、心時相を判定する。
【０１２７】
　したがって、判定機能１８０ｂは、双方の方法により得られた心時相を組み合わせて利
用することで、よりロバスト性の高い心時相推定（心時相判定）が可能となる。そこで、
このような変形例を、第１の実施形態の第２の変形例として説明する。
【０１２８】
　具体的には、第１判定方法により得られた拡張末期ＥＤの心時相や収縮末期ＥＳの心時
相と、第２判定方法により得られた拡張末期ＥＤの心時相や収縮末期ＥＳの心時相との対
応する心時相同士の差違δがＥＤ－ＥＤ区間（又は、ＥＳ－ＥＳ区間）に対して十分に小
さい場合には、同時相（収縮期／拡張期）の検出ができていると考えられる。このため、
第２の変形例に係る判定機能１８０ｂは、第１判定方法により得られた心時相及び第２判
定方法により得られた心時相の結果を平均して最終的な拡張末期ＥＤの心時相や収縮末期
ＥＳの心時相を推定することで精度向上が期待できる。なお、差違δがＥＤ－ＥＤ区間（
又は、ＥＳ－ＥＳ区間）に対して十分に小さい場合とは、例えば、差違δをＥＤ－ＥＤ区
間（又は、ＥＳ－ＥＳ区間）で除した値が、所定の閾値以下となるような場合である。
【０１２９】
　すなわち、判定機能１８０ｂは、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を示す時間変化波形から得ら
れた第１の心時相及び平均心筋速度ＶＶ（ｔ）を示す第２の心時相が組み合わされて得ら
れた第３の心時相を用いて心時相を判定する。
【０１３０】
　一方で、差違δがＥＤ－ＥＤ区間（又は、ＥＳ－ＥＳ区間）に対して同程度である場合
には、第１判定方法及び第２判定方法のうち、どちらかの判定方法により得られた心時相
が誤っていると考えられる。このため、第２の変形例に係る判定機能１８０ｂは、初期設
定において予め定められたいずれかの判定方法により得られた心時相を最終的な心時相と
して選択して用いてもよい。なお、差違δがＥＤ－ＥＤ区間（又は、ＥＳ－ＥＳ区間）に
対して同程度である場合とは、例えば、差違δをＥＤ－ＥＤ区間（又は、ＥＳ－ＥＳ区間
）で除した値が、（１－ζ）以上（１＋ζ）以下の範囲内となるような場合である。ζは
、所定の係数である。
【０１３１】
　また、判定機能１８０ｂは、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）に信頼度を示す指標である信頼度
指標ＱＡを定義するとともに、平均心筋速度ＶＶ（ｔ）に信頼度指標ＱＶを定義してもよ
い。この場合、判定機能１８０ｂは、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）及び平均心筋速度ＶＶ（ｔ
）の２つの信号変化波形Ｓ（ｔ）うち、より信頼度の高い方の信号変化波形Ｓ（ｔ）を選
択し、選択した信号変化波形Ｓ（ｔ）から得られる心時相を選択して用いてもよい。なお
、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）が選択された場合には、第１判定方法により心時相が得られ、
平均心筋速度ＶＶ（ｔ）が選択された場合には、第２判定方法により心時相が得られる。
【０１３２】
　信頼度指標ＱＡ，ＱＶを定義する方法の一例について説明する。例えば、判定機能１８
０ｂは、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）や平均心筋速度ＶＶ（ｔ）の時間波形に対して時間方向
への分散ＶＱＣを算出し、分散ＶＱＣが小さい方が波形の定常性が高いものとして、分散
ＶＱＣが小さくなるほど信頼度指標ＱＡ，ＱＶが示す信頼度が高くなるように信頼度指標
ＱＡ，ＱＶを定義してもよい。
【０１３３】
　また、他の例では、判定機能１８０ｂは、判定した拡張末期ＥＤの心時相や収縮末期Ｅ
Ｓの心時相に基づく複数のＥＤ－ＥＤ区間（又は、複数のＥＳ－ＥＳ区間）についての分
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散ＶＱＴを算出してもよい。そして、判定機能１８０ｂは、分散ＶＱＴが小さい方が安定
的なピーク検出ができているとして、分散ＶＱＴが小さくなるほど信頼度指標ＱＡ，ＱＶ
が示す信頼度が高くなるように信頼度指標ＱＡ，ＱＶを定義してもよい。
【０１３４】
　これらは、いずれも胎児心拍期間が定常的である場合には有効に機能し、特殊な疾患を
除いて５～６心拍程度の比較的短い収集期間においては、ある程度の定常的な心拍期間が
期待できる。
【０１３５】
（第１の実施形態の第３の変形例）
　上記の第１の実施形態では、データ処理回路１８０が、心臓の領域から心室の領域を限
定し、限定された心室の領域に対して各種の処理を行って心時相を判定する場合について
説明した。しかしながら、データ処理回路１８０は、心臓の領域から心房の領域を限定し
、限定された心房の領域に対して各種の処理を行って心時相を判定してもよい。そこで、
このような変形例を、第１の実施形態の第３の変形例として説明する。
【０１３６】
　この場合は、上述した心臓の生理的な２つの特徴のうち２つ目の特徴から、データ処理
機能１８０ａは、胎児心臓の中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）に対して弁部位と同じ側の領域を
長軸の心房側の領域として判定する。
【０１３７】
　そして、データ処理機能１８０ａは、心尖の位置の代わりに心房の血流流入部の位置を
用いて、第１の実施形態と同様の方法で、時間変化波形Ｓ（ｔ）として、心室内腔面積Ｖ
Ａ（ｔ）に代えて心房内腔面積ＡＡ（ｔ）を取得する。なお、データ処理機能１０８ａは
、胎児心臓の位置の情報、大きさの情報及び姿勢の情報から、心房の血流流入部の位置を
取得する。
【０１３８】
　また、データ処理機能１８０ａは、心尖の位置の代わりに心房の血流流入部の位置又は
心房の収縮中心の位置を用いて、第１の実施形態の第１の変形例と同様の方法で、時間変
化波形Ｓ（ｔ）として、平均心筋速度ＶＶ（ｔ）に代えて心房組織の平均速度ＡＶ（ｔ）
を取得する。すなわち、データ処理機能１８０ａは、参照波形として、胎児心臓の心房の
血流流入部又は心房の収縮中心へ向かう方向の心筋速度の成分の時間変化波形を取得する
。
【０１３９】
　データ処理機能１８０ａは、心房内腔面積ＡＡ（ｔ）及び心房組織の平均速度ＡＶ（ｔ
）を得る際にも、上述した方法と同様の方法で、心房内腔面積ＡＡ（ｔ）及び心房組織の
平均速度ＡＶ（ｔ）に対してクラッタ成分ＣＬ（ｔ）を除去する処理や平滑化の処理を行
うのが好適である。
【０１４０】
　なお、心室と心房の心時相は収縮期と拡張期が反転しているので、心房を対象領域とし
た場合の拡張末期ＥＤの心時相と収縮末期ＥＳの心時相の判定は心室を対象領域とした場
合と反対となる。従って、心房内腔面積ＡＡ（ｔ）を示す波形では、拡張末期ＥＤで極小
値をとり、収縮末期ＥＳで極小値をとる。すなわち、データ処理機能１８０ａは、動画像
データ１０に基づいて、胎児心時相を推定可能な参照波形として心房内腔面積ＡＡ（ｔ）
を取得する。心房内腔面積ＡＡ（ｔ）は、胎児心臓の心房内腔サイズの時間変化波形の一
例である。
【０１４１】
　このため、第３の変形例に係る判定機能１８０ｂは、心房内腔面積ＡＡ（ｔ）を示す波
形において、極小値をとる点（ピーク）を検出することにより、極小値をとる点に対応す
る時間ｔを拡張末期ＥＤの心時相として判定する。また、判定機能１８０ｂは、心房内腔
面積ＡＡ（ｔ）を示す波形において、極大値をとる点（ピーク）を検出することにより、
極大値をとる点に対応する時間ｔを収縮末期ＥＳの心時相として判定する。すなわち、判
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定機能１８０ｂは、心房内腔面積ＡＡ（ｔ）を示す時間変化波形において極小値をとる時
相を拡張末期ＥＤとし、極大値をとる時相を収縮末期ＥＳとして胎児心時相を判定する。
【０１４２】
　心房組織の平均速度ＡＶ（ｔ）を示す波形では、収縮期に極小値をとり、拡張期に極大
値をとる。このため、第３の変形例に係る判定機能１８０ｂは、心房組織の平均速度ＡＶ
（ｔ）を示す波形において、極小値をとる点（ピーク）を検出し、検出した点から時間を
遡って心筋速度の成分がゼロとなる最初の点に対応する時間ｔを拡張末期ＥＤの心時相と
して判定する。また、判定機能１８０ｂは、心房組織の平均速度ＡＶ（ｔ）を示す波形に
おいて、検出した点から時間を進めて心筋速度の成分がゼロとなる点に対応する時間ｔを
収縮末期ＥＳの心時相として判定する。
【０１４３】
　すなわち、判定機能１８０ｂは、心房組織の平均速度ＡＶ（ｔ）を示す時間変化波形に
おいて極小値をとる点から時間を遡って、時間変化波形において心筋速度の成分がゼロと
なる時相を拡張末期ＥＤとし、当該点から時間を進めて、時間変化波形において心筋速度
の成分がゼロとなる時相を収縮末期ＥＳとして胎児心時相を判定する。
【０１４４】
（第１の実施形態の第４の変形例）
　また、データ処理機能１８０ａは、心室由来の時間変化波形Ｓ（ｔ）と心房由来の時間
変化波形Ｓ（ｔ）とを同時に取得してもよい。そこで、このような変形例を第１の実施形
態の第４の変形例として説明する。
【０１４５】
　ここで、推定された心臓中心位置や長軸や短軸の方向が十分に正確である場合には、心
室由来の時間変化波形Ｓ（ｔ）の時相と、心房由来の時間変化波形Ｓ（ｔ）の時相とは反
転している。このため、データ処理機能１８０ａは、一方の時間変化波形Ｓ（ｔ）の符号
を反転してから２つの時間変化波形Ｓ（ｔ）を加算（合成）して、合成時間変化波形を生
成してもよい。そして、データ処理機能１８０ａは、合成時間変化波形を用いて拡張末期
ＥＤの心時相及び収縮末期ＥＳの心時相を判定してもよい。
【０１４６】
　画像には画角の制約や音響シャドー等のアーティファクトが存在するので、心室領域又
は心房領域の全ての領域が必ずしも十分に高いＳ／Ｎ比の画質で画像中に描出されていな
いことがある。このような場合には、心室領域や心房領域単独の波形に基づく時相判定よ
りも、合成時間変化波形を用いた時相判定の方がロバスト性の向上が期待される。
【０１４７】
　又は、このような場合において、判定機能１８０ｂは、合成時間変化波形を用いる代わ
りに、判定済みの心室由来の拡張末期ＥＤの心時相と、判定済みの心房由来の拡張末期Ｅ
Ｄの心時相との平均を最終的な拡張末期ＥＤの心時相として推定してもよい。同様に、判
定機能１８０ｂは、合成時間変化波形を用いる代わりに、判定済みの心室由来の収縮末期
ＥＳの心時相と、判定済みの心房由来の収縮末期ＥＳの心時相との平均を最終的な収縮末
期ＥＳの心時相として推定してもよい。このような最終的な拡張末期ＥＤの心時相及び最
終的な収縮末期ＥＳの心時相によっても、同様に、ロバスト性の向上が期待される。
【０１４８】
　このような２つの時間変化波形の組み合わせる場合には、判定機能１８０ｂは、第１の
実施形態の第２の変形例において説明した心時相同士の差違δによる心時相の判定方法や
、信頼度指標を用いた心時相の判定方法等の方法と同様の方法を用いて、心時相を判定す
ることができる。
【０１４９】
　例えば、判定機能１８０ｂは、心房内腔面積ＡＡ（ｔ）を示す時間変化波形から得られ
た第４の心時相及び心房組織の平均速度ＡＶ（ｔ）を示す第５の心時相が組み合わされて
得られた第６の心時相を用いて心時相を判定してもよい。
【０１５０】
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（第１の実施形態の第５の変形例）
　次に、第１の実施形態の第５の変形例に係る超音波診断装置１について説明する。更な
る時相判定のロバスト性向上のために、第５の変形例に係る判定機能１８０ｂは、以下に
説明する処理を行ってもよい。
【０１５１】
　例えば、判定機能１８０ｂは、第１の実施形態の第２の変形例において説明したように
、第１判定方法及び第２判定方法の双方の判定方法を組み合わせて心室由来の心時相を判
定する。同様に、判定機能１８０ｂは、第１判定方法及び第２判定方法の双方の判定方法
を組み合わせて心房由来の時相を判定する。そして、判定機能１８０ｂは、第１の実施形
態の第２の変形例において説明した方法と同様の方法で、心室由来の心時相と心房由来の
心時相とを用いて、最終的な心時相を推定してもよい。例えば、判定機能１８０ｂは、心
室由来の心時相と心房由来の心時相との平均を最終的な心時相として推定してもよい。
【０１５２】
　同様の目的で、判定機能１８０ｂは、第１判定方法により得られた心室由来の時間変化
波形及び心房由来の時間変化波形の２つの時間変化波形を用いて、一方の時間変化波形の
符号を反転してから２つの時間変化波形を加算（合成）して、第１の合成時間変化波形を
生成してもよい。同様に、判定機能１８０ｂは、第２判定方法により得られた心室由来の
時間変化波形及び心房由来の時間変化波形の２つの時間変化波形を用いて、一方の時間変
化波形の符号を反転してから２つの時間変化波形を加算（合成）して、第２の合成時間変
化波形を生成する。そして、判定機能１８０ｂは、第１の実施形態の第２の変形例におい
て説明した方法と同様の方法で、第１の合成時間変化波形及び第２の合成時間変化波形を
用いて、心時相を判定してもよい。
【０１５３】
（第１の実施形態の第６の変形例）
　次に、第１の実施形態の第６の変形例に係る超音波診断装置１について説明する。第６
の変形例では、各種の表示制御について説明する。例えば、データ処理機能１０８ａは、
胎児心臓の位置の情報、大きさの情報及び姿勢の情報から、心房の血流流入部の位置を取
得する。そして、制御回路１９０は、心房の血流入部の位置を示す情報（例えば、マーカ
等）を画像に重畳し、血流入部の位置を示す情報が重畳された画像をディスプレイ１０３
に表示させる。
【０１５４】
　なお、制御回路１９０は、胎児心臓の位置の情報、大きさの情報及び姿勢の情報、心尖
位置を示す情報（例えば上述した「＋」）、並びに、血流入部の位置を示す情報の少なく
とも１つをディスプレイ１０３に表示してもよい。
【０１５５】
　また、データ処理機能１０８ａは、推定された複数のＥＤ－ＥＤ区間の平均区間を１心
周期の心拍期間として算出してもよい。同様に、データ処理機能１０８ａは、推定された
複数のＥＳ－ＥＳ区間の平均区間を１心周期の心拍期間として算出してもよい。また、デ
ータ処理機能１０８ａは、ＥＤ－ＥＤ区間を１心周期とした場合に、推定された複数のＥ
Ｄ－ＥＤ区間から心周期の変動の値を算出してもよい。同様に、データ処理機能１０８ａ
は、ＥＳ－ＥＳ区間を１心周期とした場合に、推定された複数のＥＳ－ＥＳ区間から心周
期の変動の値を算出してもよい。
【０１５６】
　そして、制御回路１９０は、複数のＥＤ－ＥＤ区間の平均区間、複数のＥＳ－ＥＳ区間
の平均区間、複数のＥＤ－ＥＤ区間から算出された心周期の変動の値、及び、複数のＥＳ
－ＥＳ区間から算出された心周期の変動の値のうち少なくとも１つをディスプレイ１０３
に表示させてもよい。すなわち、制御回路１９０は、推定された複数のＥＤ－ＥＤ区間又
は複数のＥＳ－ＥＳ区間から得られた平均的な心周期の値、又は、心周期の変動の値をデ
ィスプレイ１０３に表示させてもよい。
【０１５７】
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　また、制御回路１９０は、推定された拡張末期ＥＤの時相及び収縮末期ＥＳの時相の少
なくとも一方を、時間変化波形Ｓ（ｔ）とともにディスプレイ１０３に表示させてもよい
。
【０１５８】
（第２の実施形態）
　第１の実施形態では、２次元の動画像データ１０が収集され、データ処理回路１８０が
、収集された２次元の動画像データ１０に対して各種の処理を行う場合について説明した
。すなわち、第１の実施形態では、データ処理回路１８０による処理の対象となるデータ
が、２次元の動画像データ１０である場合について説明した。しかしながら、３次元の動
画像データが収集され、データ処理回路１８０が、３次元の動画像データに対して各種の
処理を行ってもよい。そこで、このような実施形態を第２の実施形態として説明する。
【０１５９】
　第２の実施形態では、例えば、超音波プローブ１０１として高周波の２Ｄアレイプロー
ブが採用される。そして、第２の実施形態では、胎児の心尖４腔像を基準断面として描出
した状態で、３次元の動画像データが収集される。具体的には、超音波プローブ１、受信
回路１２０、Ｂモード処理回路１３０及び画像生成回路１５０により、Ａ４Ｃ像を含む３
次元の動画像データが収集される。また、成人心臓ではＥＣＧ同期を用いたフル４Ｄスキ
ャンが可能であるが、胎児心臓ではＥＣＧ信号がないので連続的なライブ４Ｄスキャンが
用いられる。但し、胎児心臓はサイズが小さいため、走査画角を小さくすることでフレー
ムレートを高めることができる。心尖４腔像を基準断面として描出しながら、胎児心臓を
カバーできる最小限の画角設定が行われる。１２０ｂｐｍを越える速い胎児心拍に伴う心
筋の動き成分を、３次元のスペックルトラッキングにて十分に解析可能な速いフレームレ
ート（１００ｆｐｓ前後が望ましい）設定の３次元の動画像データが用いられる。３次元
の動画像データの収集期間としては、５～６心拍が含まれる２秒程度が好適である。
【０１６０】
　第２の実施形態では、第１の実施形態が２次元で行っていた処理を３次元に拡張するだ
けである。このため、第１の実施形態で行われていた処理と同様の処理が、第２の実施形
態でも行われる。但し、空間の次元が１つ増えているので、その違いに伴う処理定義の差
違と、出力の差違について以下に説明する。
【０１６１】
　第２の実施形態では、データ処理回路１８０による処理の対象となるデータが３次元の
動画像データなので、第１の実施形態において点がｐ（ｘ，ｙ）で表されていたのに対し
て、第２の実施形態では、点がｐ（ｘ，ｙ，ｚ）で表される。同様に、全ての座標値はｚ
の次元が増すので、輝度がＩ（ｘ，ｙ，ｚ，ｔ）、分散分布がＶａｒ（ｘ，ｙ，ｚ）、高
分散分布像がＶＨ（ｘ，ｙ，ｚ）（γ＝１又はγ＝Ｖａｒ（ｘ，ｙ，ｚ））、平均分布が
Ａｖｅ（ｘ，ｙ，ｚ）と表される。また、第２の実施形態では、分散を出力する関数ｖａ
ｒｉは、ｘ，ｙ，ｚの３次元のデータに対して各種の演算を行って分散を出力する。同様
に、平均値を出力する関数ｍｅａｎは、ｘ，ｙ，ｚの３次元のデータに対して各種の演算
を行って平均値を出力する。
【０１６２】
　また、第２の実施形態では、データ処理機能１８０ａは、以下の式（１２）、式（１３
）及び式（１４）を用いて、高分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ，ｚ）内で、ｘ，ｙ，ｚ各々の重
心値ｘｇ，ｙｇ，ｚｇを算出し、胎児心臓の中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ，ｚｇ）を取得する
。
【０１６３】
【数１２】
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【数１３】

【数１４】

【０１６４】
　ただし、式（１２）、式（１３）及び式（１４）において、Σ＿ｘは、ｘ方向への和を
示し、Σ＿ｙはｙ方向への和を示し、Σ＿ｚはｚ方向への和を示す。
【０１６５】
　そして、主成分分析に用いられる分散共分散行列は、以下の式（１５）に示す行列Ａ３
となる。
【０１６６】
【数１５】

【０１６７】
　ここで、データ処理機能１８０ａは、以下の式（１６）～式（２１）により、分散共分
散行列Ａ３の要素であるＶＨ（ｘ，ｙ，ｚ）に関する空間分散値ｖｘ，ｖｙ，ｖｚ及び空
間共分散値ｖｘｙ，ｖｘｚ，ｖｙｚを演算することで、分散共分散行列Ａ３を生成する。
なお、第２の実施形態では、第１の実施形態と比べて、ｚ座標が増えることで、空間分散
値ｖｚと空間共分散ｖｘｚ，ｖｙｚとが増えている。
【０１６８】
【数１６】

【数１７】

【数１８】

【数１９】

【数２０】

【数２１】
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【０１６９】
　データ処理機能１８０ａは、分散共分散行列Ａ３を用いた主成分分析により、３つの軸
（主成分軸）ｍ１，ｍ２，ｍ３の方向（３つの固有値σｉに対応する固有ベクトル）と、
各軸上での各軸上での分散σ１，σ２，σ３(３つの固有値)を求めて心臓のサイズ（楕円
半径：Ｒｉ＊ｓｑｒｔ（σｉ）;　ｉ＝１，２，３、Ｒｉは１．５～２．０程度が好適）
を推定する。データ処理機能１８０ａは、主成分分析として、Ｊａｃｏｂｉ法で３×３行
列を定義して用いるか、固有方程式（３次元の動画像データを扱う場合には３次方程式）
を解く。
【０１７０】
　本実施形態では、データ処理機能１８０ａは、胎児心臓の組織位置の３次元の分布情報
の重心を胎児心臓の中心位置として推定する。そして、データ処理機能１８０ａは、主成
分分析により３つの固有値及び３つの固有ベクトルを取得し、３つの固有値に基づいて胎
児心臓の大きさの情報を推定し、３つの固有ベクトルに基づいて胎児心臓の姿勢の情報を
推定する。
【０１７１】
　心臓組織を対象としているので、高分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ，ｚ）の主軸となる確率の
高い長軸は２次元の処理を行う場合と共通であるが、３次元の処理を行う本実施形態では
短軸方向に対して軸が１つ増える。これは、基準断面としてＡ４Ｃ像を選ぶと、長軸を回
転軸として９０度回転させた断面の方向に相当し、臨床的には心尖部二腔像（Ａ２Ｃ像）
に近い概Ａ２Ｃ位置（厳密にはＡ２Ｃ像と心尖部三腔像（Ａ３Ｃ像）との中間位置）とな
る。ここで、実際に、分散共分散行列Ａ３の主成分分析で得られる短軸の２方向は、空間
的に直交こそしているが、臨床的に意味のあるＡ４Ｃ像、Ａ２Ｃ像又はＡ３Ｃ像の位置に
合致しているとは限らない。しかしながら、第１の実施形態で説明したように、弁尖や弁
輪部においてＶＨ（ｘ，ｙ，ｚ）の分散値が最も大きくなることにより、短軸の第一軸は
僧帽弁と三尖弁の双方の弁が含まれる断面の方向であるＡ４Ｃ像の位置となる確率がもっ
と高くなると期待される。
【０１７２】
　図１２は、僧帽弁４１、三尖弁４２、大動脈弁４３及び肺動脈弁４４と、Ａ２Ｃ像、Ａ
３Ｃ像及びＡ４Ｃ像の断面との位置関係の一例を説明するための図である。図１２に示す
ように、Ａ４Ｃ像の断面は、動脈弁（大動脈弁４３及び肺動脈弁４４）のサイズ（弁輪径
）よりも大きなサイズを有する僧帽弁４１及び三尖弁４２の双方の弁が含まれる断面であ
る。このため、上述したように、短軸の第一軸が僧帽弁４１及び三尖弁４２の双方の弁が
含まれる断面の方向であるＡ４Ｃ像の位置となる確率が高くなると期待されるのは、長軸
に平行となる弁尖と弁輪の主な移動領域（高分散領域に対応する）が空間内で相対的に大
きくなるためである。なお、動脈弁同士は双方の開閉タイミングが同じであるが、動脈弁
のサイズは、相対的に小さい。また、大動脈弁４３が向かう血管の方向と、肺動脈弁４４
が向かう血管の方向とが異なることで、大動脈弁４３及び肺動脈弁４４は、同一面内にな
い。
【０１７３】
　一方、僧帽弁４１及び三尖弁４２は同一面内にあって同一の時相で開閉していることも
Ａ４Ｃ像が短軸の第一軸となりやすい一因である。なお、図１２にも示されているように
、僧帽弁４１及び大動脈弁４３は、Ａ３Ｃ像の位置にあるが、同じ面内（心尖から見て等
距離上）にないのと、サイズの差から短軸の主軸として検出される確率はＡ４Ｃ像よりも
低くなる。
【０１７４】
　結果として、軸ｍ１，ｍ２，ｍ３の方向は、長軸方向とＡ４Ｃ像の短軸方向および概Ａ
２Ｃ像の短軸方向となることが期待される（確率的には一番高い）。ここで、第１の実施
形態において説明した心臓の生理学的な２つの特徴は、第２の実施形態においても用いる
ことができる。ここで、長軸と短軸との区別、及び、長軸上での心尖側（心室側）の判定
が要点であるので、図１３を参照して、３次元の処理を行う場合における弁部位探索用の
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領域の位置関係を説明する。図１３は、Ａ４Ｃ像のＭＰＲ（Multi　Planar　Reconstruct
ion）断面に対応し、第２の実施形態に係る弁部位探索用の領域の位置関係の一例を説明
するための図である。
【０１７５】
　２次元の処理が行われる第１の実施形態では、領域ｍ１－１，ｍ１－２，ｍ２－１，ｍ
２－２は、長方形の形状で、胎児心臓の中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）を挟む４つの領域であ
る。
【０１７６】
　一方、３次元の処理が行われる第２の実施形態では、弁探索用の領域は、方向が長手方
向に１軸が増えて平面（各軸の長手方向の長さを同一とすると正方形）となって弁部位の
移動範囲に対応する幅ｗを有する板状の形状を有し、６つの領域ｍ１－１，ｍ１－２，ｍ
２－１，ｍ２－２，ｍ３－１，ｍ３－２となる。なお、図１３では、板状の領域ｍ１－１
，ｍ１－２，ｍ２－１，ｍ２－２の各領域が、表示されているＭＰＲ断面を横切る位置と
して長方形として示されている。また、紙面（ＭＰＲ断面）に垂直な方向へはみ出ている
領域ｍ３－１，ｍ３－２の図示が省略されている。
【０１７７】
　データ処理機能１８０ａは、６つの板状の領域ｍ１－１，ｍ１－２，ｍ２－１，ｍ２－
２，ｍ３－１，ｍ３－２の中で、ＶＨ（ｘ，ｙ，ｚ）（γ＝Ｖａｒ（ｘ，ｙ，ｚ））の和
（又は領域内平均値）が最大となる領域を弁領域として抽出する。そして、データ処理機
能１８０ａは、弁領域と判定された領域の平面に対する法線ベクトルの方向を長軸の方向
とする。長軸となり得る候補は法線ベクトルの個数に等しい３通りである。また、データ
処理機能１８０ａは、図１３に示す場合には、以下の様にして長軸上の心尖側の方向を定
める。
【０１７８】
　例えば、長軸が軸ｍ３である場合について説明する。この場合、データ処理機能１８０
ａは、弁領域が軸ｍ３の一端側にあるときには、軸ｍ３の他端側の方向を長軸上の心尖側
として判定する。また、データ処理機能１８０ａは、弁領域が軸ｍ３の他端側にあるとき
には、軸ｍ３の一端側の方向を長軸上の心尖側として判定する。
【０１７９】
　次に、長軸が軸ｍ２である場合について説明する。この場合、データ処理機能１８０ａ
は、弁領域が軸ｍ２の一端側にあるときには、軸ｍ２の他端側の方向を長軸上の心尖側と
して判定する。また、データ処理機能１８０ａは、弁領域が軸ｍ２の他端側にあるときに
は、軸ｍ２の一端側の方向を長軸上の心尖側として判定する。
【０１８０】
　次に、長軸が軸ｍ１である場合について説明する。この場合、データ処理機能１８０ａ
は、弁領域が軸ｍ１の一端側にあるときには、軸ｍ１の他端側の方向を長軸上の心尖側と
して判定する。また、データ処理機能１８０ａは、弁領域が軸ｍ１の他端側にあるときに
は、軸ｍ１の一端側の方向を長軸上の心尖側として判定する。
【０１８１】
　データ処理機能１８０ａは、上述したような方法で、３次元の画像データ空間内での基
準断面の位置、長軸方向及び心尖位置を推定する。基準断面としては主となる短軸位置と
してＡ４Ｃ像が抽出される。第２の実施形態に係る超音波診断装置１は、この結果を用い
て、以下に説明するように、３次元のスペックルトラッキングに必要な設定を自動的に行
う。
【０１８２】
　３次元のスペックルトラッキングでは、長軸のＭＰＲ像と短軸のＭＰＲ像を複数同時に
表示することで、３次元画像空間における基本軸（例えば、長軸）と対象物（例えば、左
心室）の位置関係を示すのが一般的である。
【０１８３】
　第２の実施形態において推定された長軸と短軸の方向の情報をＭＰＲ像の表示に反映さ
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せた場合の表示例について図１４を参照して説明する。図１４は、第２の実施形態に係る
表示例を示す図である。３次元のスペックルトラッキングではＡ面がＡ４Ｃ像に対応して
おり、図１４に示すように、制御回路１９０は、推定されたＡ４Ｃ像のＭＰＲ面の像５１
をディスプレイ１０３に表示させると共に、長軸方向を示すラインも表示させる。
【０１８４】
　また、制御回路１９０は、Ｂ面として、長軸を回転軸にしてＡ４Ｃ像を９０度回転させ
た長軸像（概Ａ２Ｃ像）をディスプレイ１０３に表示させるとともに、Ｂ面内での長軸方
向を示すラインも表示させる。
【０１８５】
　また、制御回路１９０は、３つのＣ面のＭＰＲ像５３，５４，５５をディスプレイ１０
３に表示させる。推定された心尖位置と弁輪位置間の長さを心室の大きさとして、心室の
中央から心室の大きさを概４等分して長軸上での各Ｃ面のレベル位置を定めるのが好適で
ある。第３の実施形態に係る実行機能１８０ｃは、このような各種ＭＰＲ位置および長軸
位置の自動設定と、推定された心時相と参照波形を用いて、第１の実施形態で説明したよ
うな２次元のスペックルトラッキングで用いる時間定義域の初期心拍設定と同様に、ＥＤ
－ＥＤ区間の自動初期設定を行うことで、胎児心臓に関する３次元のスペックルトラッキ
ングによる壁運動解析が非常に容易となる。
【０１８６】
　また、制御回路１９０は、時間変化波形Ｓ（ｔ）５６もディスプレイ１０３に表示させ
る。
【０１８７】
　第２の実施形態では、第１の実施形態と比較して、２次元から３次元への拡張により入
力信号の次元は１つ多くなるが、出力となる時間変化波形Ｓ（ｔ）を用いた心時相判定の
考え方や、時間変化波形Ｓ（ｔ）を得るために必要な信号処理は第１の実施形態で説明し
た処理と同様である。特に、第１の実施形態の心室内腔面積ＶＡ（ｔ）は、第２の実施形
態では、心室内腔の「体積」の時間変化を示す心室内腔体積Ｖv（ｔ）に変わるが、空間
次元の拡張に伴う当然の帰結である。心室内腔面積ＶＡ（ｔ）及び心室内腔体積Ｖv（ｔ
）は、共に、心室内腔の「サイズ」の時間変化を示す。
【０１８８】
　第２の実施形態における心室内腔体積Ｖv（ｔ）を取得する方法の一例について説明す
る。例えば、データ処理機能１８０ａは、第１の実施形態と同様に、輝度値が空間内で相
対的に小さい部位に対応する領域を心室の心腔内の領域として抽出する。そして、データ
処理機能１８０ａは、抽出した心室の心腔内の領域を構成するボクセルの画面内総和（抽
出したボクセルの数＊vｓ３）を算出する。ただし、vｓ＝ボクセルサイズ［ｍｍ］である
。すなわち、（抽出したボクセルの数＊vｓ３）は、心室の心腔内の領域を構成するボク
セルの占める体積［ｍｍ３]である。そして、データ処理機能１８０ａは、上述したボク
セルの画面内総和を、胎児心臓の心室内腔体積Ｖv（ｔ）として取得する。このように、
データ処理機能１８０ａは、心室内腔体積Ｖv（ｔ）として、時間変化波形Ｓ（ｔ）を取
得する。
【０１８９】
　また、第２の実施形態における移動ベクトルＶｐ（ｔ）を算出する方法の一例について
説明する。例えば、データ処理機能１８０ａは、第１の実施形態と同様に、心室側の領域
と判定した領域内で輝度値が相対的に大きい部位、又は、心室側の領域と判定した領域内
で高分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ，ｚ）において高分散値の点として抽出された部位を心室組
織として抽出する。そして、データ処理機能１８０ａは、抽出した心室組織上の複数の点
ｐ（ｘ，ｙ，ｚ）を特定する。そして、データ処理機能１８０ａは、３次元の動画像デー
タ１０における心室組織部位を構成する複数の点ｐ（ｘ，ｙ，ｚ）に対してフレーム間（
１／フレームレート［ｓｅｃ］）の３次元的なパターンマッチング処理により、移動ベク
トルＶｐ（ｔ）を算出する。
【０１９０】
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（第３の実施形態）
　次に、第３の実施形態に係る超音波診断装置１について説明する。上述した第２の実施
形態では、３次元の動画像データに対して３次元的な処理を行う場合について説明した。
第３の実施形態では、画像生成回路１５０が、３次元の動画像データから、先ず心臓の基
準断面を示す複数のＭＰＲ像データから構成される２次元の動画像データを生成する。次
に、第３の実施形態に係るデータ処理回路１８０は、この２次元の動画像データに対して
、第１の実施形態と同様の処理を行う。
【０１９１】
　このようにしても、第２の実施形態で説明したような３次元の画像データに対する所定
の作用が提供可能である。Ａ４Ｃ像のような基準断面がＭＰＲ像として得られていれば、
３次元のスペックルトラッキングの前処理として長軸の方向設定、Ｃ面の位置設定及びＥ
Ｄ－ＥＤ区間の時間定義域の初期設定が自動で可能となる。
【０１９２】
　心臓の基準断面を示すＭＰＲの動画像を得る手段としては、超音波診断装置１が備える
３Ｄレンダリング機能を有する３Ｄ－Ｖｉｅｗｅｒを用いて、使用者がＡ４Ｃの様な基準
断面をＭＰＲ画像として設定するのが好適な一例である。先の図１４で示した３次元のス
ペックルトラッキングによるＭＰＲ像の表示例は３Ｄ－Ｖｉｅｗｅｒの機能により実現さ
れる。表示された複数のＭＰＲ像のうち使用者がＡ面にＡ４Ｃ像が表示されるように３次
元画像の位置関係を調整する。
【０１９３】
　例えば、第３の実施形態では、データ処理機能１８０ａは、３次元の動画像データから
得られる、胎児心臓の基準断面に関する２次元のＭＰＲ動画像に基づいて、時間変化波形
Ｓ（ｔ）を取得する。データ処理機能１８０ａは、３次元の動画像データから得られる、
胎児心臓の基準断面に関する２次元のＭＰＲ動画像に基づいて、胎児心臓の位置の情報及
び姿勢の情報を推定する。
【０１９４】
　又は、第２の実施形態において上述したように、胎児のＡ４Ｃ像を基準断面として描出
した状態で、収集された３次元の動画像データを用いるのも同様の効果を奏する。上述し
た３Ｄ－Ｖｉｅｗｅｒでは、収集時に描出した基準断面がそのまま対象となるＭＰＲ画像
として使われるためである。
【０１９５】
　別の手段としては、特開２０１１－７８６２５公報に記載されているような、Ａ４Ｃ像
を一例とする心臓の基準断面に関して機械学習されたデータベースとの識別過程を含む処
理により、３次元画像データ空間から基準断面を自動検出する公知技術を用いる方法もあ
る。
【０１９６】
（第４の実施形態）
　次に、第４の実施形態に係る超音波診断装置１について説明する。上述した第１の実施
形態から第３の実施形態では、胎児心時相を推定可能な時間変化波形Ｓ（ｔ）を取得する
ために、胎児心臓の位置の情報及び姿勢の情報を推定する場合について説明した。
【０１９７】
　第４の実施形態では、超音波診断装置１は、以下に説明するように、推定した胎児心臓
の位置の情報及び姿勢の情報を活用する。以下では、３つの活用例について説明する。
【０１９８】
　まず、１つ目の活用例について説明する。例えば、データ処理機能１８０ａが、胎児心
臓の領域を限定し、胎児心臓の大きさの情報、位置の情報及び姿勢の情報を推定した後に
、実行機能１８０ｃは、胎児心臓の大きさの情報、位置の情報及び姿勢の情報を前提情報
として利用して、引き続き、左心室の内腔境界や左心房の内腔境界といった、心臓に含ま
れる個別の関心領域を自動で設定する公知技術を行ってもよい。また、実行機能１８０ｃ
は、組織位置の分布情報、胎児心臓の位置の情報、大きさの情報及び姿勢の情報を用いて
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、胎児心臓についての関心領域を設定してもよい。このような関心領域を自動で設定する
処理は、例えば、探索や照合を含む処理である。上述したように、胎児心臓の位置の情報
及び姿勢の情報が分からないと、このような公知技術が機能しにくいが、予め胎児心臓の
位置の情報及び姿勢の情報が得られていれば、公知技術の前提が成り立つようになる。従
って、実行機能１８０ｃは、胎児心臓の位置の情報及び姿勢の情報を推定する処理を前処
理として活用することで、このような公知技術が高い性能を維持しつつ効果的に機能する
ようになる。
【０１９９】
　なお、実行機能１８０ｃは、データ処理機能１０８ａにより推定された心室側の領域及
び心房側の領域、並びに、胎児心臓の大きさの情報、位置の情報及び姿勢の情報を用いる
と、胎児心臓の構造を大まかに把握することができる。すなわち、実行機能１８０ｃは、
胎児心臓の中で、左心室、左心房、右心室及び右心房の胎児心臓の４つの部屋それぞれが
位置する領域を把握することができる。
【０２００】
　ここで、実行機能１８０ｃは、胎児心臓の４つの部屋それぞれが位置する領域を把握で
きるので、例えば、既に設定済みの関心領域（第１の関心領域）に含まれる胎児心臓の部
屋（例えば、左心室）に対して更に自動的に関心領域（第２の関心領域）を設定してもよ
い。なお、実行機能１８０ｃは、第１の関心領域に含まれる、少なくとも１つ以上の胎児
心臓の部屋に対して第２の関心領域を設定すればよい。
【０２０１】
　次に、２つ目の活用例について説明する。成人心臓では超音波プローブ１０１の体表へ
の当て方を調整することで心尖像であれば心尖が画像上部にあり、長軸が表示画像の縦方
向に概一致させるのが一般的である。従って、２次元のスペックルトラッキングや３次元
のスペックルトラッキングといったアプリケーションでは、このような成人心臓での前提
を用いて画像表示状態が設計されている。
【０２０２】
　一方で画像中に含まれる胎児心臓の姿勢は千差万別であり、心尖の位置も長軸の方向も
定まらず、先の成人心臓での前提を用いた画像表示状態の設計では、使い難い場合がある
。例えば、左心室を対象とした初期輪郭位置設定のために左室心内腔をトレースするよう
な場合には、逆さまにトレースする場合や、横向きにトレースする場合が生じ、慣れてい
ないトレース方法を使用者に強いるために設定が難しくなる。
【０２０３】
　また、妊娠週数を経て時系列的な胎児心臓の成長や心臓疾患の変化の様子を画像上で観
察するために、２画面表示や４画面表示を用いて、同じ断面に関する過去画像と現在画像
を並べて表示するような場合では、全ての画像における心臓（長軸）の方向が一致してい
ないと違いを観察するのが困難である。
【０２０４】
　そこで、制御回路１９０は、データ処理機能１８０ａにより得られた長軸の方向と心尖
の位置を用いて、心尖が画像の上部にあり、長軸が表示画像の縦方向に一致する（成人心
臓での一般的な表示書式と同一にする）ように表示画像を自動的に回転させる。すなわち
、制御回路１９０は、表示画像の座標系（ディスプレイ１０３の座標系）に長軸の方向を
一致させた画像をディスプレイ１０３に表示させる。このように、制御回路１９０が自動
的に表示画像を回転させることにより、表示画像を用手的に回転させる場合に比べて、簡
便性が大幅に高められる。
【０２０５】
　なお、制御回路１９０は、データ処理機能１８０ａにより得られた長軸の方向と心房の
血流流入部の位置を用いて、血流流入部が画面の下部にあり、長軸が表示画像の縦方向に
一致するように表示画像を自動的に回転させてもよい。
【０２０６】
　すなわち、制御回路１９０は、胎児心臓の長軸と、心尖の位置又は心房の血流流入部の
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位置とに基づいて、表示画像の座標系に長軸の方向を一致させた画像を表示させる。 
【０２０７】
　次に、３つ目の活用例について説明する。組織ドプラ（ＴＤＩ：Tissue　Doppler　Ima
ging）を用いて弁輪速度から収縮末期ピーク速度ｓ´や拡張早期ピーク速度ｅ´の計測を
行うのが成人心臓での心機能評価のためのルーティン検査となっているが、胎児心臓に対
しても同様の心機能評価を行ってもよい。この際には、弁輪部に関心領域を設定する必要
がある、データ処理機能１８０ａによる弁輪部を推定する処理はドプラ画像の背景として
得られているＢモード画像に適用可能である。このため、データ処理機能１８０ａが、背
景のＢモード画像に対して弁輪部を推定する処理を行って、弁輪部を推定し、実行機能１
８０ｃが、計測時の関心領域を弁輪部に自動設定することができる。
【０２０８】
　図１５は、第４の実施形態に係るデータ処理機能１８０ａが実行する処理の一例を説明
するための図である。データ処理機能１８０ａは、心尖位置を得ているので、図１５に示
すように、組織ドプラにより得られた弁輪部の位置での速度Ｖ０に対して、弁輪部から心
尖方向へ向かう速度成分Ｖ´を角度補正を行うことにより求めてもよい。具体的には、デ
ータ処理機能１８０ａは、弁輪部から既知である超音波プローブ１０１の位置へ向かう方
向の線分と、弁輪部から心尖部へ向かう方向の線分とが成す角度をθとすると、Ｖ´＝Ｖ

０／ｃｏｓθと求めることができる。
【０２０９】
　この活用例では胎児心時相を推定可能な時間変化波形Ｓ（ｔ）を得る必然性は無いが、
第１の実施形態～第３の実施形態と同様に、データ処理機能１８０ａが、心時相（例えば
、拡張末期ＥＤの心時相）を得て、制御回路１９０が、２次元のスペックルトラッキング
又は３次元のスペックルトラッキングのように、心時相をディスプレイ１０３に表示させ
てもよい。
【０２１０】
（第５の実施形態）
　次に、第５の実施形態に係る超音波診断装置１について説明する。図１６は、第５の実
施形態に係る超音波診断装置１の構成例を示すブロック図である。第５の実施形態では、
データ処理回路１８０が、修正機能１８０ｄを有する点が、第１の実施形態と異なる。第
１の実施形態～第４の実施形態と同様の構成については、同一の符号を付して、説明を省
略する。
【０２１１】
　図１６に示すデータ処理回路１８０の構成要素である修正機能１８０ｄは、コンピュー
タによって実行可能なプログラムの形態で記憶回路１７０に記録されている。データ処理
回路１８０は、修正機能１８０ｄに対応するプログラムを記憶回路１７０から読み出し、
読み出したプログラムを実行することで修正機能１８０ｄを実現する。修正機能１８０ｄ
は、修正部の一例である。
【０２１２】
　ここで、データ処理機能１８０ａにより推定された胎児心臓の位置の情報及び姿勢の情
報として、先の図５の例のように、画像（高分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ）１２）に重畳表示
された心尖の位置「＋」や胎児心臓の中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）、及び、長軸や短軸の線
分は、胎児心臓のサイズ、短軸の方向、長軸の方向、及び、心尖の位置の妥当性について
、使用者が判定するのに役立つ。なお、データ処理機能１８０ａは、推定された胎児心臓
のサイズを明示するために楕円状のマーカーを画像に重畳してもよい。また、データ処理
機能１８０ａは、限定された心室の範囲を示すために、楕円を弁輪部の短軸方向（胎児心
臓の中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）を含む線分）で打ち切った半楕円状のマーカーを画像に重
畳してもよい。
【０２１３】
　ここで、背景の画像に描出されている胎児心臓の像と、胎児心臓の位置の情報及び姿勢
の情報を比較して、妥当な位置や方向に示されていれば、得られている拡張末期ＥＤの心
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時相や収縮末期ＥＳの心時相といった各種の心時相に関わる情報の信頼性も高いと期待さ
れる。
【０２１４】
　一方で、胎児心臓の位置の情報及び姿勢の情報が、明らかに背景の画像から期待される
位置と乖離が大きい場合には、得られている各種の心時相に関わる情報の信頼性も低いこ
とが言える。すなわち、使用者は、胎児心臓の位置の情報及び姿勢の情報を参照すること
で、各種の誤判定を判断することができる。
【０２１５】
　データ処理機能１８０ａは、理想的な高分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ）が得られている場合
には、長軸の方向及び短軸の方向の判定、並びに、長軸の心尖側の判定を、高い確率で実
際の状態と合致するように行う。しかしながら、上述した心臓の生理的な２つの特徴が高
分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ）に反映されない場合もある。特に２つ目の特徴に基づく、心臓
中心が心室側に偏るという状態は、心尖部のエコー信号が十分に得られていない場合、病
気や描出断面（特に２次元画像）の制約により心房側のサイズが心室側よりも大きい場合
、及び、心房側に激しく動く組織が相対的に多い場合には高分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ）に
反映されない。これらのことに起因して長軸方向は妥当であっても、心尖側の判定におけ
る誤検出が最も頻繁に起こり得る。
【０２１６】
　又は、弁部位が最も高分散になる確率は高いが、上述した心房側に激しく動く組織が相
対的に多い場合のように胎児心臓周辺での時間的変動成分が大きい場合（先に説明したク
ラッタ成分が胎児心臓の変動成分に比べて大きすぎる場合）は、高分散分布像ＶＨ（ｘ，
ｙ）に基づく主軸の方向が心臓の方向（主に弁部位の長手方向である短軸方向）に合致し
ない状態も発生する。この誤検出は先の誤検出ケースよりも相対頻度は低いが、得られた
画像（高分散分布像ＶＨ（ｘ，ｙ））の状態によっては発生し得る。
【０２１７】
　前者の誤検出を軽減する手段としては、データ処理機能１８０ａは、心臓の生理的な２
つ目の特徴を用いて、心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を示す時間変化波形及び心房内腔面積ＡＡ
（ｔ）を示す時間変化波形から、最大の内腔面積が得られた側又は最大の面積変化幅（正
のピーク値－負のピーク値）が得られた側を心室側として再判定し直す。心室側の内腔の
面積の方が大きいと期待されるからである。上述した心尖部のエコー信号が十分に得られ
ていない場合、及び、心房側に激しく動く組織が相対的に多い場合であれば、このような
再判定により、心室側の判定の誤検出を減らすことが可能と期待される。
【０２１８】
　このような工夫を行っても前者の誤検出が発生すると、心室側と心房側の判定が反転し
てしまう。すると、拡張末期ＥＤの心時相と収縮末期ＥＳの心時相の判定がちょうど反対
となる。そこで、本実施形態では、修正機能１８０ｄが、使用者が心尖位置、心室側の領
域、並びに、長軸の方向及び短軸の方向を画像上で参照して心房側に心尖を誤検出してい
ることを認識した場合に、簡便に修正可能な手段の実例を提供する。
【０２１９】
　例えば、超音波診断装置１が、時相反転用のスイッチＰｈＳＷを備え、使用者がスイッ
チＰｈＳＷの設定を切り替える。スイッチＰｈＳＷの設定が切り替えられたことに伴い、
修正機能１８０ｄは、心尖側の判定を反対側に置き換える。そして、修正機能１８０ｄは
、心尖側の領域が反対側に置き換えられたため、時間変化波形Ｓ（ｔ）を再び生成する。
同様に、修正機能１８０ｄは、胎児の心時相を再び推定する。また、修正機能１８０ｄは
、心線位置も再び推定する。
【０２２０】
　図１７は、第５の実施形態に係る選択ボタンの一例を説明するための図である。図１７
に示すように、第５の実施形態に係る超音波診断装置１は、複数のＥＤ－ＥＤ区間からア
プリケーションによる解析対象となるＥＤ－ＥＤ区間を選択するための選択ボタン６１，
６２と、複数のＥＳ－ＥＳ区間からアプリケーションによる解析対象となるＥＳ－ＥＳ区
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間を選択するための選択ボタン６３，６４を有していてもよい。
【０２２１】
　図１８は、第５の実施形態に係るＥＤ－ＥＤ区間及びＥＳ－ＥＳ区間の選択例を示す図
である。例えば、図１８に示すように、現在、１つのＥＤ－ＥＤ区間７０が選択されてい
る場合に、選択ボタン６１が押下されると、修正機能１８０ｄは、現在選択中のＥＤ－Ｅ
Ｄ区間７０の隣のＥＤ－ＥＤ区間７１であって、現在選択中のＥＤ－ＥＤ区間７０から時
間を遡る方向に位置するＥＤ－ＥＤ区間７１を選択する。また、選択ボタン６２が押下さ
れると、修正機能１８０ｄは、現在選択中のＥＤ－ＥＤ区間７０の隣のＥＤ－ＥＤ区間７
２であって、現在選択中のＥＤ－ＥＤ区間７０から時間を進めた方向に位置するＥＤ－Ｅ
Ｄ区間７２を選択する。
【０２２２】
　また、図１８に示すように、現在、１つのＥＳ－ＥＳ区間７４が選択されている場合に
、選択ボタン６３が押下されると、修正機能１８０ｄは、現在選択中のＥＳ－ＥＳ区間７
４の隣のＥＳ－ＥＳ区間７３であって、現在選択中のＥＳ－ＥＳ区間７４から時間を遡る
方向に位置するＥＳ－ＥＳ区間７３を選択する。また、選択ボタン６４が押下されると、
修正機能１８０ｄは、現在選択中のＥＳ－ＥＳ区間７４の隣のＥＳ－ＥＳ区間であって、
現在選択中のＥＳ－ＥＳ区間７４から時間を進めた方向に位置するＥＳ－ＥＳ区間を選択
する。
【０２２３】
　また、図１８に示すように、現在、１つのＥＤ－ＥＤ区間７０が選択されている場合に
、選択ボタン６３が押下されると、修正機能１８０ｄは、現在選択中のＥＤ－ＥＤ区間７
０の近くのＥＳ－ＥＳ区間７３であって、現在選択中のＥＤ－ＥＤ区間７０から時間を遡
る方向に位置するＥＳ－ＥＳ区間７３を選択する。また、選択ボタン６４が押下されると
、修正機能１８０ｄは、現在選択中のＥＤ－ＥＤ区間７０の近くのＥＳ－ＥＳ区間７４で
あって、現在選択中のＥＤ－ＥＤ区間７０から時間を進めた方向に位置するＥＳ－ＥＳ区
間７４を選択する。
【０２２４】
　また、図１８に示すように、現在、１つのＥＳ－ＥＳ区間７４が選択されている場合に
、選択ボタン６１が押下されると、修正機能１８０ｄは、現在選択中のＥＳ－ＥＳ区間７
４の近くのＥＤ－ＥＤ区間７０であって、現在選択中のＥＳ－ＥＳ区間７４から時間を遡
る方向に位置するＥＤ－ＥＤ区間７０を選択する。また、選択ボタン６２が押下されると
、修正機能１８０ｄは、現在選択中のＥＳ－ＥＳ区間７４の近くのＥＤ－ＥＤ区間７２で
あって、現在選択中のＥＳ－ＥＳ区間７４から時間を進めた方向に位置するＥＤ－ＥＤ区
間７３を選択する。
【０２２５】
　例えば、使用者は、超音波診断装置１が心室側の領域と心房側の領域を誤って検出して
いると認識した場合に、先ずボタン６３又はボタン６４を押下する。例えば、使用者は、
心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を示す時間変化波形を観察していたが、ディスプレイ１０３に表
示された心尖の位置などから、観察中の時間変化波形は、心室内腔の面積の時間変化では
なく、心房内腔の面積の時間変化を示す波形であると認識した場合には、ボタン６３又は
ボタン６４を押下する。これにより、修正機能１８０ｄは、現在の判定（実際は心房側）
と反対の判定結果（心室側）による心時相を選択する。この後に、操作者が、別の心拍を
解析したい場合、一旦このボタン６３又はボタン６４を押下した後は、ボタン６１又はボ
タン６２を押下することで所望の時相の心拍選択が行われる。このようにして、修正機能
１８０ｄは、操作者の指示に基づいて、区別された長軸の心室側及び心房側を入れ替える
。
【０２２６】
　このように、実行機能１０８ｃは、推定された複数の拡張末期ＥＤの時相２１ａを用い
て処理対象の定義域としてＥＤ－ＥＤ区間７０～７２を設定する。また、実行機能１０８
ｃは、推定された複数の収縮末期ＥＳの時相２１ｂを用いて処理対象の定義域としてＥＳ
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－ＥＳ区間７３，７４を設定する。そして、修正機能１０８ｄは、ＥＤ－ＥＤ区間７０～
７２、及び、ＥＳ－ＥＳ区間７３，７４を処理対象の定義域として選択することができる
。
【０２２７】
　なお、使用者は、誤検出でないと認識した場合には、ボタン６３又はボタン６４の押下
を行わずにボタン６１又はボタン６２を押下することで所望の心拍選択が可能である。従
って、ボタン６３又はボタン６４の押下が行われた時点で「誤検出の修正」が意図された
と考えることができ、修正機能１８０ｄは、ボタン６３又はボタン６４の押下を、スイッ
チＰｈＳＷの設定切り替えとしてみなしても構わない。この場合、修正機能１８０ｄは、
心室内腔面積ＶＡ（ｔ）を示す時間変化波形を更新することなく維持しつつ、選択中の区
間（ＥＤ－ＥＤ区間、ＥＳ－ＥＳ区間）を切り替える。また、修正機能１８０ｄは、画像
に心尖位置等の胎児心臓の位置の情報及び姿勢の情報が重畳されている場合には、これら
の位置の情報及び姿勢の情報を更新する。
【０２２８】
　又は、修正機能１８０ｄは、ボタン６３又はボタン６４の押下をスイッチＰｈＳＷの設
定切り替えとしてみなす場合には、ディスプレイ１０３に表示されている時間変化波形Ｓ
（ｔ）の符号を反転させると共に、対応する心時相区間を選択し直して表示を更新しても
良い。勿論、上述したように、時間変化波形Ｓ（ｔ）を再び生成し直すことも可能である
。
【０２２９】
　すなわち、修正機能１８０ｄは、胎児心臓の長軸の心室側及び心房側の区別が誤りであ
る場合に、使用者の指示に基づいて、このような区別を用いた処理の処理結果を修正する
。
【０２３０】
　上述した後者の誤検出では長軸の方向が合致せず、左心系と右心系（心室と心房）が混
在した状態の心時相を含む時間変化波形Ｓ（ｔ）が得られてしまう。そこで本実施形態で
は、使用者が、データ処理機能１０８ａにより推定された軸の方向、心尖位置等を画像上
で観察して、心室と心房が混在した状態の心時相を含む時間変化波形Ｓ（ｔ）が得られて
いることを認識した場合に、簡便に修正することを可能とする手段として以下の方法を用
いる。
【０２３１】
　例えば、ディスプレイ１０３に表示されている２次元画像又はＭＰＲ画像上で、軸（長
軸又は短軸）を示すマーカーにマウス矢印（マウスポインタ、マウスカーソル）が当たる
と、修正機能１０８ｄは、軸を回転可能な状態に変化させる。操作者が、この状態でドラ
ッグ操作を行うと、修正機能１０８ｄは、ドラッグ操作に応じて軸を回転させる。そして
、修正機能１０８ｄは、軸の回転位置に対応して、現在の位置姿勢設定に対応した時間変
化波形Ｓ（ｔ）を生成し、心時相の判定結果を更新する。そしてドラッグ操作を終了した
時点で、修正機能１０８ｄは、時間変化波形Ｓ（ｔ）と心時相とを確定させる。
【０２３２】
　同様に、心尖位置を示すマーカーにマウス矢印が当たると、修正機能１０８ｄは、心尖
位置を移動可能な状態に変化させる。操作者が、この状態でドラッグ操作を行うと、修正
機能１０８ｄは、ドラッグ操作に応じて画像上での心尖位置を示すマーカーを平行移動さ
せる。そして、修正機能１０８ｄは、心尖位置に対応して、現在の位置姿勢設定に対応し
た時間変化波形Ｓ（ｔ）を生成し、心時相の判定結果を更新する。そしてドラッグ操作を
終了した時点で、修正機能１０８ｄは、時間変化波形Ｓ（ｔ）と心時相を確定させる。な
お、心尖位置が長軸の延長線上にあることを用いて、長軸の回転制御も一緒に行うのが好
適である。
【０２３３】
　修正機能１０８ｄは、使用者からの指示に基づいて、ディスプレイ１０３に表示されて
いる胎児心臓の中心位置Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）を同様の操作手順で平行移動させて、中心位置
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Ｃ（ｘｇ，ｙｇ）の位置を修正してもよい。また、修正機能１０８ｄは、ディスプレイ１
０３に表示されている軸のサイズ又は楕円マーカーのサイズを同様の操作手順で変更して
、軸のサイズ又は楕円マーカーのサイズを修正してもよい。また、修正機能１０８ｄは、
使用者からの指示に基づいて、ディスプレイ１０３に表示されている心尖位置を示す「＋
」を平行移動させて、心尖位置を修正してもよい。また、修正機能１０８ｄは、使用者か
らの指示に基づいて、ディスプレイ１０３に表示されている血流流入部の位置を示すマー
カーを平行移動させて、血流流入部の位置を修正してもよい。
【０２３４】
　このような構成によれば、胎児心臓の位置や姿勢、又は、胎児心臓のサイズの自動推定
結果に誤差が認められる場合に、誤差の程度に応じて使用者が任意に調整することが可能
となる。
【０２３５】
　ここで、第４の実施形態で説明したように、制御回路１９０が、データ処理機能１８０
ａにより得られた長軸の方向と心尖の位置を用いて、心尖が画像の上部にあり、長軸が表
示画像の縦方向に一致するように表示画像を自動的に回転させる場合について説明する。
例えば、修正機能１０８ｄによりディスプレイ１０３に表示された心尖が移動された場合
には、制御回路１９０は、心尖の移動に連動して、移動後の心尖が画像の上部にあり、長
軸が表示画像の縦方向に一致するように表示画像を回転させる。
【０２３６】
　また、制御回路１９０が、データ処理機能１８０ａにより得られた長軸の方向と心房の
血流流入部の位置を用いて、血流流入部が画面の下部にあり、長軸が表示画像の縦方向に
一致するように表示画像を自動的に回転させる場合について説明する。例えば、修正機能
１０８ｄによりディスプレイ１０３に表示された血流流入部が移動された場合には、制御
回路１９０は、血流流入部の移動に連動して、移動後の血流流入部が画像の下部にあり、
長軸が表示画像の縦方向に一致するように表示画像を回転させる。
【０２３７】
　なお、制御回路１９０を修正部の一例としてみなすこともできる。すなわち、超音波診
断装置１が、修正機能１８０ｄ及び制御回路１９０の複数の修正部を備えているとみなす
こともできる。
【０２３８】
　例えば、修正機能（一の修正部）１８０ｄは、胎児心臓の長軸の心室側と心房側の区別
を用いた処理によって定められた心尖位置を修正する。そして、制御回路（他の修正部）
１９０は、修正機能１８０ｄによる修正の結果に対して整合するように、修正機能１８０
ｄによる修正に連動して、胎児心臓の長軸の心室側と心房側の区別を用いた処理によって
位置が定められた心尖が画面の上部にあり、長軸が表示画像の縦方向に一致するように表
示画像を回転させる。
【０２３９】
（第６の実施形態）
　次に、第６の実施形態について説明する。図１９は、第６の実施形態に係る医用画像処
理装置３００の構成の一例を示す図である。図１９に示すように、医用画像処理装置３０
０は、ネットワーク５００を介して、医用画像診断装置２００及び画像保管装置４００に
接続される。なお、図１９に示す構成はあくまでも一例であり、図示する医用画像診断装
置２００、画像保管装置４００及び医用画像処理装置３００以外にも、端末装置などの種
々の装置がネットワーク５００に接続されてもよい。
【０２４０】
　医用画像診断装置２００は、例えば、超音波診断装置である。医用画像診断装置２００
は、上述した超音波診断装置１と同様に、Ａ４Ｃ像を含む２次元又は３次元の動画像デー
タを収集する。そして、医用画像診断装置２００は、収集した動画像データを画像保管装
置４００及び医用画像処理装置３００に送信する。なお、医用画像診断装置２００は、Ｍ
ＲＩ装置であってもよい。
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【０２４１】
　画像保管装置４００は、医用画像診断装置２００によって収集された動画像データを保
管する。例えば、画像保管装置４００は、サーバ装置等のコンピュータ機器によって実現
される。画像保管装置４００は、ネットワーク５００を介して医用画像診断装置２００か
ら動画像データを取得し、取得した動画像データを装置内又は装置外に設けられたハード
ディスク又は光ディスク等のメモリに記憶させる。また、画像保管装置４００は、医用画
像処理装置３００からの要求に応じて、メモリに記憶させた動画像データを医用画像処理
装置３００に送信する。
【０２４２】
　医用画像処理装置３００は、ネットワーク５００を介して医用画像診断装置２００及び
画像保管装置４００から動画像データを取得し、取得した動画像データを処理する。例え
ば、医用画像処理装置３００は、医用画像診断装置２００又は画像保管装置４００から動
画像データを取得し、取得した動画像データを後述するメモリ３２０に格納し、メモリ３
２０に記憶された動画像データに対して各種処理を行う。そして、医用画像処理装置３０
０は、処理後の画像等を後述するディスプレイ３４０に表示させる。
【０２４３】
　図１に示すように、医用画像処理装置３００は、通信インターフェース３１０と、メモ
リ３２０と、入力装置３３０と、ディスプレイ３４０と、処理回路３５０とを有する。
【０２４４】
　通信インターフェース３１０は、処理回路３５０に接続され、ネットワーク５００を介
して接続された医用画像診断装置２００及び画像保管装置４００との間で行われる各種デ
ータの伝送、及び、医用画像診断装置２００及び画像保管装置４００との間で行われる通
信を制御する。例えば、通信インターフェース３１０は、ネットワークカードやネットワ
ークアダプタ、ＮＩＣ（Network　Interface　Controller）等によって実現される。例え
ば、通信インターフェース３１０は、医用画像診断装置２００又は画像保管装置４００か
ら動画像データを受信し、受信した動画像データを処理回路３５０に出力する。
【０２４５】
　メモリ３２０は、処理回路３５０に接続され、各種データを記憶する。例えば、メモリ
３２０は、ＲＡＭ、フラッシュメモリ等の半導体メモリ素子、ハードディスク又は光ディ
スクによって実現される。本実施形態では、メモリ３２０は、医用画像診断装置２００又
は画像保管装置４００から受信した動画像データを記憶する。
【０２４６】
　また、メモリ３２０は、処理回路３５０の処理に用いられる種々の情報や、処理回路３
５０による処理結果等を記憶する。例えば、メモリ３２０は、処理回路３５０によって生
成された表示用の画像データ等を記憶する。メモリ３２０は、記憶部の一例である。
【０２４７】
　入力装置３３０は、処理回路３５０に接続され、操作者から受け付けた入力操作を電気
信号に変換して処理回路３５０に出力する。例えば、入力装置３３０は、種々の設定など
を行うためのトラックボール、スイッチボタン、マウス、キーボード、操作面へ触れるこ
とで入力操作を行うタッチパッド、表示画面とタッチパッドとが一体化されたタッチスク
リーン、光学センサを用いた非接触入力装置、又は、音声入力装置によって実現される。
【０２４８】
　ディスプレイ３４０は、処理回路３５０に接続され、処理回路３５０から出力される各
種情報及び各種画像を表示する。例えば、ディスプレイ３４０は、液晶モニタやＣＲＴモ
ニタ等によって実現される。例えば、ディスプレイ３４０は、操作者の指示を受け付ける
ためのＧＵＩや、種々の表示用の画像、処理回路３５０による種々の処理結果を表示する
。ディスプレイ３４０は、表示部の一例である。
【０２４９】
　処理回路３５０は、入力装置３３０を介して操作者から受け付けた入力操作に応じて、
医用画像処理装置３００が有する各構成要素を制御する。例えば、処理回路３５０は、プ
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ロセッサによって実現される。本実施形態では、処理回路３５０は、通信インターフェー
ス３１０から出力された動画像データをメモリ３２０に記憶させる。また、処理回路３５
０は、画像データにより示される画像を表示するようにディスプレイ３４０を制御する。
【０２５０】
　図１９に示すように、処理回路３５０は、データ処理機能３５１と、判定機能３５２と
、実行機能３５３と、修正機能３５４とを有する。ここで、例えば、図１９に示す処理回
路３５０の構成要素であるデータ処理機能３５１、判定機能３５２、実行機能３５３及び
修正機能３５４の各処理機能は、コンピュータによって実行可能なプログラムの形態でメ
モリ３２０に記憶されている。処理回路３５０は、各プログラムをメモリ３２０から読み
出し、読み出した各プログラムを実行することで各プログラムに対応する機能を実現する
。換言すると、各プログラムを読み出した状態の処理回路３５０は、図１９の処理回路３
５０内に示された各機能を有することとなる。
【０２５１】
　なお、データ処理機能３５１、判定機能３５２、実行機能３５３及び修正機能３５４の
全ての処理機能がコンピュータによって実行可能な１つのプログラムの形態で、メモリ３
２０に記憶されていてもよい。例えば、このようなプログラムは、医用画像処理プログラ
ムとも称される。この場合、処理回路３５０は、医用画像処理プログラムをメモリ３２０
から読み出し、読み出した医用画像処理プログラムを実行することで医用画像処理プログ
ラムに対応するデータ処理機能３５１、判定機能３５２、実行機能３５３及び修正機能３
５４を実現する。
【０２５２】
　データ処理機能３５１は、上述したデータ処理機能１０８ａに対応する。データ処理機
能３５１は、メモリ３２０に記憶されている２次元又は３次元の動画像データを用いて、
データ処理機能１０８ａと同様の処理を行う。データ処理機能３５１は、取得部の一例で
もあり、推定部の一例でもある。
【０２５３】
　判定機能３５２は、上述した判定機能１０８ｂに対応する。判定機能３５２は、判定機
能１０８ｂと同様の処理を行う。判定機能３５２は、判定部の一例である。
【０２５４】
　実行機能３５３は、上述した実行機能１０８ｃに対応する。実行機能３５３は、実行機
能１０８ｃと同様の処理を行う。実行機能３５３は、実行部の一例である。
【０２５５】
　修正機能３５４は、上述した修正機能１０８ｄに対応する。修正機能３５４は、修正機
能１０８ｄと同様の処理を行う。修正機能３５４は、修正部の一例である。
【０２５６】
　以上、第６の実施形態に係る医用画像処理装置３００について説明した。第６の実施形
態に係る医用画像処理装置３００によれば、上述した超音波診断装置１と同様に、胎児の
心機能評価に有用な情報を得ることができる。
【０２５７】
　なお、上述した実施形態では、医用画像診断装置として、超音波診断装置１が用いられ
た場合について説明したが、ＭＲＩ装置を用いてもよい。例えば、胎児への侵襲性の低い
検査としてＭＲＩ検査が胎児画像取得に適用された場合において、ある程度の高い時間分
解能を有する撮像条件で得られたＭＲＩ画像（例えば、cine-ＭＲＩの２次元画像）を用
いてもよい。
【０２５８】
　以上述べた少なくとも１つの実施形態によれば、胎児の心機能評価に有用な情報を得る
ことができる。
【０２５９】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
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々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０２６０】
　１　　　超音波診断装置

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】
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